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第25回鹿児島県原子力安全・避難計画等防災専門委員会 議事録 

 

日 時：令和７年１月16日（木）９：30～12：25 

場 所：アートホテル鹿児島 

出席者：【会場】井口委員，黒﨑委員，相良委員，佐藤委員，地頭薗委員， 

塚田委員，松成委員，村上委員 

【リモート】釜江委員，守田委員，山内委員 

 

１ 開会 

（事務局） 

 定刻になりましたので，ただいまから，鹿児島県原子力安全・避難計画等防

災専門委員会を開会いたします。 

 お手元にお配りしております会次第に従いまして，進行させていただきます

ので，よろしくお願いいたします。 

 はじめに，開会に当たり，塩田知事が挨拶を申し上げます。 

 

２ 知事挨拶 

（塩田知事） 

皆様，おはようございます。本日は大変お忙しい中，委員会の皆様には御出

席をいただきまして誠にありがとうございます。 

 また，日頃から本県の原子力安全・防災対策の推進について，格別の御理解，

御協力を賜っていることに感謝を申し上げます。委員の皆様方におかれまして

は，多くの皆様が昨年12月の任期満了ということで，新しい委員を含めまして，

就任に御快諾をいただきまして，誠にありがとうございます。 

  川内原発に関しましては，九州電力が昨年６月24日に原子力規制委員会に申

請した「川内原子力発電所１，２号機の長期施設管理計画」について，11月29

日に認可されました。本日の委員会においては，その審査結果につきまして， 

原子力規制委員会から説明をいただいた上で，委員の皆様に十分御議論いただ

きたいと考えております。 

 また，川内原発の防災対策につきましては，国の原子力総合防災訓練が，来

月，本県において実施されることとなっております。県においては，能登半島

地震等を踏まえた原子力災害対応の実効性向上や，関係機関相互の連携強化，

地域住民の防災意識の向上などを図るため，国や関係市町・関係機関等と連携

して取り組むこととしております。本日の委員会においては，訓練の概要につ

きまして御説明することとしております。 

 このほか，本日の委員会では，タービン動補助給水ポンプの取替えに係る意
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見書や，県要請に対する原子力規制委員会及び九州電力の対応などにつきまし

て，御議論いただくこととしております。 

 各委員の皆様方には，それぞれ御専門のお立場から，率直な御意見等を賜り

ますよう，よろしくお願い申し上げます。 

 

（事務局） 

 続きまして，会議開催に当たり，注意事項を申し上げます。 

 Web会議となっておりますので，御質問や御意見等，御発言の際は，カメラ

に向かって挙手し，指名を受けた後，名前をおっしゃってから御発言をお願い

いたします。 

 なお，音声が聞き取りにくい場合などはおっしゃってください。 

 また，御発言されるとき以外は，パソコン画面下の音声ボタンをミュートの

状態にしていただきますよう，よろしくお願いいたします。 

 

３ 座長等選出 

（事務局） 

本日は，新たに委員になられた方もいらっしゃいますので，まず，会場に御

出席の委員の皆様から御紹介をさせていただきます。井口委員です。黒﨑委員

です。今回新たに御就任いただいております。相良委員です。佐藤委員です。

地頭薗委員です。塚田委員です。松成委員です。村上委員です。今回新たに御

就任いただいております。 

続きまして，リモートで御参加の委員の皆様を御紹介させていただきます。

釜江委員です。守田委員です。山内委員です。なお，越村委員は本日は所用に

より御欠席となっております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは会次第３の座長等の選出に入ります。お手元の鹿児島県原子力安

全・避難計画等防災専門委員会設置要綱を御覧ください。設置要綱第３条第３

項におきまして，委員会には座長を置き，座長は，委員の互選で選出するとさ

れております。 

委員の皆様から御推薦等ありませんでしょうか。 

 

（松成委員） 

はい。 

 

（事務局） 

 お願いいたします。 
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（松成委員） 

地頭薗委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

 ただいま，地頭薗委員を推薦する御意見がありましたが，委員の皆様，いか

がでしょうか。 

 

（委員より「異議なし」の声） 

 

（事務局） 

 ありがとうございます。それでは，地頭薗委員に座長をお願いしたいと思い

ます。なお，設置要綱第４条第１項の規定により，座長は，会議の議長となる

こととされておりますので，地頭薗座長，議長席の方へお移りください。 

 それでは，座長から，一言御挨拶をお願いします。 

 

（地頭薗座長） 

おはようございます。引き続き座長を仰せつかりました，地頭薗です。どう

ぞよろしくお願いいたします。先ほど，知事の御挨拶の中に，川内原発に関す

る最新の情報のお話もありました。 本委員会では，これまでと同様に，川内原

子力発電所の安全性や防災対策に関して，九州電力それから鹿児島県の取組に

ついて，ここにいらっしゃる色々な専門分野の委員の皆様から御質問等をいた

だき，更には検証をし，県民の皆様に分かりやすく広報していくという役割を

果たしていきたいと思いますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局）  

ありがとうございました。 続きまして，設置要綱第３条第４項において，座

長が不在の時は，あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代行すると，職

務代行者を置くこととしております。地頭薗座長に，新たな職務代行者の指名

をお願いいたします。 

 

（地頭薗座長）  

はい。釜江委員にお願いしたいと思いますが，いかがでしょうか。  

 

（委員より「異議なし」の声） 

（地頭薗座長） 

はい，ありがとうございます。今日は釜江先生はWeb参加ですが，どうぞよ
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ろしくお願いいたします。 

 

（釜江委員）  

釜江でございます。僭越ですが，御指名がありましたので，お引き受けさせ

ていただきます。 

 

（事務局）  

ありがとうございます。それでは，釜江委員に座長の職務代行者をお願いい

たします。 それでは，ここから地頭薗座長に議長として，議事の進行をお願い

いたします。 

 

（地頭薗座長）  

はい。それでは，議事に入ります。今日は委員の任期が新しくなって初めて

ですので，議事の進行について最初に委員の皆様にお願いいたします。  

今日の会議の終了は12時を予定しております。今回も，議事次第にあります

ように多岐にわたる議事を準備していますので，委員の皆様からの御質問等に

ついては，それぞれの議事の内容に限って質問していただき，スムーズに進め

たいと思いますので，よろしくお願いいたします。  

それから，会次第の最後に「(3)その他」がございます。そこで，全体に関

する御質問，御意見，今後の課題等についてはお話していただければありがた

いと思います。円滑な議事進行を，よろしくお願いいたします。 

 

(1) 川内原子力発電所の安全性の確認について 

 ① 長期施設管理計画の許可申請に係る審査結果 

 

（地頭薗座長） 

それではまず，議事の(1) 川内原子力発電所の安全性の確認についての① 

長期施設管理計画の許可申請に係る審査結果について，原子力規制庁から御

説明をお願いいたします。 

 

（原子力規制庁）  

はい。原子力規制庁で高経年化の審査を担当しております塚部と申します。

よろしくお願いいたします。それでは資料に基づきまして，川内原子力発電所

１号炉，２号炉の長期施設管理計画認可の概要につきまして御説明させていた

だきます。  

２ページ目でございます。目次でございますので，割愛させていただきまし
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て，３ページ目でございます。申請の概要及び審査の経緯でございます。川内

１号炉，２号炉の長期施設管理計画の申請につきましては，昨年，令和６年６

月24日に提出されまして，その後，１回補正が入っておりますが，先ほど塩田

知事からお話がありましたように，昨年11月29日に原子力規制委員会として認

可に至ったものでございます。 

長期施設管理計画の期間といたしましては，脱炭素社会の実現に向けた電気

供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律，改正法と呼

びますが，こちらの本格施行日であります令和７年６月６日を始期といたしま

して，１号炉につきましては2034年７月３日，２号炉につきましては2025年11

月21日を終期としております。１号炉と２号炉の周期が大きく違う理由でござ

いますが，こちらにつきましては，本格施行日の時点において40歳を超えてい

るかということで，期間が異なっておりまして，１号炉につきましては50年目

を経過する日まで，２号炉につきましては施行の時点でまだ40歳になっており

ませんので，40年を経過する日までの計画となってございます。その下の表に

表しているものが，それぞれの運転開始日やそれぞれの40年間を経過する日，

50年間を経過する日を示しているものでございます。続きまして，「②審査の

経緯」でございますが，本長期施設管理計画の審査につきましては，担当審議

官が出席いたします審査会合及び事務局のヒアリングで内容を確認したもので

ございます。 

資料をおめくりいただきまして，４ページ目でございます。こちらが準備行

為期間中の審査の進め方でございますが，こちらにつきましては，先ほど少し

御説明させていただきましたとおり，本長期施設管理計画の申請自体は，改正

法の附則に基づいて申請されております。という意味で，法の本格施行はまだ

今年の６月６日ということですので，現在はまさしく経過措置期間中で，我々

はそれを準備行為期間中と呼んでおりますが，経過措置期間中になっておりま

して，現行の制度で認可したものを新制度に移し替えるような作業をしている

ところでございます。これらの審査にあたりましては，令和５年11月８日に原

子力規制委員会の方に審査の進め方を諮っておりまして，了承されてございま

す。それが矢羽根で書いております，「準備行為期間中における長期施設管理

計画の審査の進め方」ということでございまして，こちらでは認可で確認した

内容が技術的にそのまま使えるかどうかということを確認するということで，

具体的に言いますと，最新知見が適切に収集されていることでありますとか，

これらの知見を踏まえて劣化評価の方法や判断基準等の見直しが適切に行われ

てるかということでありますとか，設備変更等につきましては，評価対象機器

等の更新が適切に行われているかということを確認すると。それらを踏まえま

して，最終の結果が判断基準を満足することを確認するということにしてござ
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います。また，今回制度が変わったことによって，新たに追加された項目がご

ざいまして，こちらは後ほどまた御説明いたしますが，それらにつきましては，

改めて策定した審査基準への適合性を確認してございます。  

５ページ目に移っていただきまして，こちらが主な審査の内容でございます

が， 新原子炉等規制法第43条の３の32の第６項は，認可の要件が書いてござい

まして，第１号から３号になってございます。第１号につきましては，劣化評

価の方法が適切かというものでございまして，こちらにつきましては，通常点

検とか劣化点検及び特別点検の結果に基づいて劣化の状況を把握していること

を確認してございます。また，評価機器が適切に選定されているとか，最新の

科学的・技術的な知見を踏まえて評価の方法を定めているかということを確認

してございます。  

②の第２号関係でございますが，これは調達に支障がないかという，ソフト

対応的なところをしっかりなされているかということを確認するものでござい

ます。一つ目の矢羽根が劣化管理のために必要な保全及び技術評価で抽出され

た追加保全策，こちらにつきましては，監視試験に関する措置も含みますが，

実施することが定められていることを確認してございます。２番目と３番目の

矢羽根でございますが，２番目と３番目が新たに追加された項目でございまし

て，２番目の矢羽根が技術の旧式化その他の事由によりまして，必要な物品ま

たは役務の調達に著しい支障が生じることを予防するための措置ということを

定めることを求めておりまして，こちらにつきまして，事業者は製造中止管理

プログラムというものを策定して運用するとしていることを確認してございま

す。  

３番目の矢につきましては，品質マネジメントシステムというものでござい

まして，旧制度ですと，保安規定に基づいて実施するという枠組みの中で実施

しておりましたが，今回は長期施設管理計画ということで新しい制度として一

本立ちした形になっておりますので，長期施設管理計画に係る措置が適切に品

質マネジメントシステムを構築なされていることを確認するということを審査

においても確認して，③が技術基準に適合することということで，長期施設管

理計画の期間における劣化を考慮しても基準規則に適合するかということを確

認してございます。それぞれ必要な許認可の手続きがなされているかでありま

すとか，対象機器等が技術基準の適合性を維持しているかということを確認し

てございます。三つ目の丸が，今まで劣化評価で主要６事象とも呼んでおりま

すが，低サイクル疲労でありますとか，中性子照射脆化等の劣化事象につきま

しては劣化評価を行いまして，運転開始日から起算して60年までの期間におい

て判断基準を満足していることを確認してございます。同じく最後の丸でござ

いますが，耐震安全性評価，耐津波安全評価といたしましても，着目すべき劣



7 

 

化事象を考慮した上で評価が行われておりまして，60年までの期間において審

査基準に定める審査基準，判定基準をマークすることを確認してございます。 

６ページ目でございます。こちらは技術評価の続きでございますが，最初に

御説明させていただきましたとおり，現在準備行為期間中で，その残存期間に

ついて新制度に移行するということでございますので，既認可の高経年化技術

評価の技術的内容が引き続き妥当であるかということを確認したものでござい

ます。一つ目の丸といたしましては，国内外の運転経験や最新性を踏まえまし

て，妥当性評価を行いまして，技術的な内容が引き続き妥当であるということ

を確認してございます。具体的に言いますと，評価の方法や判断基準につきま

して，関連する規格・基準類の改訂状況等を踏まえて見直しの必要がないとい

うことでございますとか，今回の条件といたしまして，運転実績データを踏ま

えて，過渡回数の設定でありますとか設備利用率の想定が十分保守的であると

いうことなどから，見直しの必要はないか等確認してございます。また，評価

の前提となります現状の保全策につきましても変更がないことを確認してござ

います。あとは評価対象機器の追加等がないか，更新状況がないかということ

を確認しておりまして，今回確認した結果，高経年化技術評価に新たに追加す

べき評価対象設備等はなかったことを確認しております。 

以上のことから，④でございますが，審査結果といたしまして，長期施設管

理計画認可申請について，審査の結果，本申請が原子炉等規制法第43条の３の

32第６項に定める要件に適合することを確認するものでございます。  

７ページ目以降は，先ほど御説明した高経年化技術評価書の妥当性を確認し

た上で今回，長期施設管理計画の品質評価の内容を確認しておりますので，そ

の内容を説明するものでございます。①としては，既認可以降の最新知見の反

映といたしましては，国内外の運転経験や最新知見の調査といたしまして，Ｐ

ＬＭ40，これは高経年化技術評価の40年目の評価ということでございますが， 

2020年４月から2024年３月までの各種の情報を集めて，その上で今回反映する

ものではないかということを確認してございます。その下の表が，具体的に評

価に必要な事項といたしまして①から⑫と書いておりまして，例えば評価プロ

セスでありますとか，評価対象の選定でありますとか，⑤の評価の条件や評価

の方法等につきまして，変更が必要かどうかというものを確認したものでござ

います。例えば，⑤で御説明いたしますと，評価に用いている規格・判定基準

等につきまして，評価結果に影響を与えるような変更はなかったと確認したと

いうことでありますとか，運転開始後60年目，60年時点の低サイクル疲労等に， 

推定過渡回数でありますとか，中性子照射脆化等に評価を用いた照射量等につ

いては十分に保守的に元々設定されているということを確認してございます。 

おめくりいただきまして，２ページ目でございます。こちらが実際の評価，
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どういう形で妥当性を確認したかという例でございますが，こちらは低サイク

ル疲労についての評価を表したものでございまして，低サイクル疲労の評価に

つきましては，停止や運転の，いわゆる過渡事象というものが何回発生するか

ということで，どれだけその設備に疲労が溜まるかということを評価しており

まして，元々は，過去の実績に対して，赤線で書いているように，1.5倍の特

性を見込んで評価をしてございます。これは 40年目時点でそのような評価をし

たものでございます。今回，少し見にくいのですが，真ん中に点を打ってござ

いまして，2024年３月31日時点の通過ということでプロットされてございます

が，こちらが，実際の過渡回数を表したものでございまして，評価に用いてい

る，その赤線で用いている過渡回数よりも十分下にある，元々の実績回数にほ

ぼ同じような形で進んでいるということを確認して，評価としては妥当である

ということを確認したものでございます。  

②につきましては，先ほど御説明いたしました評価対象機器の更新状況等で

ございますが，１号，２号ともに評価対象等について，設備等について追加は

ないことを確認してございます。  

おめくりいただきまして，９ページ目でございます。こちらはそれぞれ主要

６事象と呼ばれますが，主要６事象及び耐震・耐津波安全性評価の結果をそれ

ぞれまとめたものでございまして，例えば下の①，低サイクル疲労で言います

と，こちらについては評価対象部位の全てにおいて疲れ累積係数が１を下回っ

ていることを確認してございます。  

下の左側の原子炉容器の中性子照射脆化ということでございますが，こちら

の運転期間延長40年目の高経年化技術評価におきまして確認されている内容と

同じでございますが，加圧熱衝撃評価の結果，原子炉容器の破損のおそれはな

いということを確認してございます。 

中性子照射脆化に関する評価で今回新しく追加して評価した部分がございま

して，それを表したのが10ページ目でございます。これまでの中性子照射脆化

につきましては，将来予測を伴うものと伴わないものということで評価をして

ございますが，申請の審査の過程におきましては，実際の回次ごとにプロット

した曲線を示しまして，それぞれの傾向がどうなってるかということを確認し

てございまして， １号の例を示してございますが，色ごとにどんどん進んでい

って，右にいくほど脆化が進んでいるという状況になるのですが，第４回の時

点で67年時点に相当するような照射量が既にある。５回目については，約87年

時点の推計の照射量を得られる。実際結果を見ますと，それぞれについて，こ

の下にあります応力拡大係数の曲線と破壊靭性値，KＩＣの曲線が交わるとい

うことになると破損するおそれがあるということになるのですが，それぞれ， 

第５回のデータを見ましても，交わるようなことにはなっていないということ
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を確認しているものでございます。 

続きまして，１ページ目でございますが，こちらは新しく追加になった製造

中止品に関するものでございまして，こちらは事業者が製造中止品管理プログ

ラムというものを策定いたしまして，定期的に情報収集をいたしまして，例え

ば下の方に書いておりますＰＷＲの事業者連絡会等から適宜情報を入手いたし

まして，それをリストにして一元管理するいう措置を実施してございます。続

きまして，11ページ目の方にいきまして，それぞれ入手した情報を基に，これ

が調達支障のおそれがあったということを判定いたしまして，そういう設備等

を特定いたしまして，次に対応方針を策定する。外部方針を策定したものにつ

きましては，保全計画に落とし込みまして，その他工事等を行って，最後に有

効性評価といたしまして，それぞれの有効性評価プログラムの有効性評価等を

行う基本になってございます。  

13ページ目の方が品質マネジメントシステムでございますが，こちらにつき

ましては，事業者保安規定の中で品質マネジメントシステムを構築しておりま

すので，それをベースに，同じ形で長期設管理計画についても下に示すような

一連のプロセスについてマネジメント計画に基づいて実施するということにし

てございます。 

最後に，14ページ目でございます。今後の対応といたしましては，この制度

につきましては，先ほど御説明したとおり，本格施行は本年６月６日となりま

すが，この長期施設管理計画で定めた劣化管理措置を引き続き実施していくこ

とが重要でございます。原子力規制委員会といたしましては，事業者の劣化管

理の実施の状況につきましては原子力規制検査等で厳正に確認していくことと

しております。また，２号炉については先ほど御説明いたしましたとおり，期

間が本年の11月27日までということになってございますので，それ以降も運転

を継続する場合につきましては，次の40年目から50年目の申請を行う必要があ

るところでございます。 

あと，15ページ，16ページ目は，新制度に関わる方法を追加して付けている

ものでございます。簡単ですが，私からの説明は以上です。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございました。それでは，御質問等お願いいたします。は

い，どうぞ。 

 

（村上委員）  

村上です。御説明ありがとうございました。一つだけお伺いしたかったこと

は，これから長期施設管理計画の妥当性というか，その運用状況を検査で確認
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をしていかれるということですけれど，どういうことをされるのか，少しもし

かすると御説明者の職掌から外れるかもしれませんけれど，教えていただける

と嬉しいです。 

 

（地頭薗座長） 

 はい，規制庁お願いします。 

 

（原子力規制庁）  

はい。規制庁塚部です。御質問ありがとうございます。今回それぞれ長期施

設管理計画で定めます劣化管理，必要な措置というのは，最終的には保全計画

等に落ちていく，それは保安規定の中にも記載されるもので，保安規定のプロ

セスとして，施設管理として行われていくことになります。ですので，それぞ

れのその設備の方針でありますとか計画の立案とか，そういうものにつきまし

ても，現在の原子力規制検査でも見ているような形で，現場でどのようなこと

が行われているかということは原子力規制検査の中で検査官等が確認できる内

容であると考えてございますので，そこはあまり差異はないかなと考えてござ

います。以上です。 

 

（村上委員） 

分かりやすく言うと，今までやってきた仕事をきちんと確認していけば十分

だという風に，今回の審査の中で判断をされたという言い方で良かったでしょ

うか。 

 

（原子力規制庁）  

規制庁塚部です。はい，そのとおりでございまして。情報としては追加にな

りますので，最終的にどの項目として確認したかということはあるかと思いま

すが，確認している内容といたしましては，現状で確認しているものとほぼ同

様のものになると考えてございます。以上です。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございます。他，ございませんでしょうか。よろしいでし

ょうか。はい。今，村上委員から説明，御質問がありましたけれども，この運

転期間延長の検証に関しては，これまで分科会の中で議論してきております。

この分科会の座長をお務めいただいた釜江委員から，全体を通してコメント等

あればお願いいたします。 
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（釜江委員）  

はい，京都大学の釜江です。御指名ですので，分科会のときの議論等々踏ま

えまして，少しコメントと規制庁さんにはお願いをしたいと思います。 

今回，長期施設管理計画の審査ということで，法律で求める内容と共にどう

いう形で審査をされたというのが７ページにまとめられていると思います。今

回新たにまとめられてるのは，先ほど少し御説明があったサプライチェーンの

話と，品質マネジメント計画に従ってのこういう保全，補修活動をやるという

ことで，それ以外のところはとして，劣化の主要６事象，それについての話で

あったと理解しています。既に２年ほどになりますが，この専門委員会の下部

組織としての分科会で運転期間延長申請やＰＬＭ40の申請が行われた方法等々

と見比べてみると，ほとんど変わらないということと，ただその後の１年半ぐ

らいの間に新たな知見があれば当然この審査の中に含めるということですが，

資料を見ると検討項目についてはその後の新たな知見がないということで，Ｐ

ＬＭ40の審査結果を踏まえて特に大きな課題がないという，御説明だったと思

います。  

そういう意味で，分科会で検証を行ったときの項目であったり論点，例えば

サプライチェーンについては，その当時から守田委員からの発言もあって，少

し先取りして色々検証したということもあって，当時の論点と大きな違いはな

いという判断を今しています。これはコメントです。 

あともう１点は，村上委員からも少しお話があったかもしれませんが，審査

は問題なかったとして，大事なのは，運転期間延長のときもそうでしたが，最

後に書かれた今後の対応としての三つの矢羽根の内容です。これから，50年，

60年という運転の中で，絶えず検証して見直すということが大事だと思います。

この点については規制委員会に今後よろしくお願いしたいということと，県の

方にもこうした長期間にわたって検証していただくわけですから，しっかりと

お願いしたいと思います。 

これは，この後の議題で検証結果として，事業者や規制委員会に対して，

色々と要請をした項目があります。それらについても今後，単に報告だけでな

く，高経年化技術の技術というのは非常に重要なことなので，今後も継続的に

新たな知見の拡充などを踏まえながらしっかりと対応していただきたいと思い

ます。以上です。  

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございました。釜江委員からは，今後のお願い事項もあり

ましたが，これまで分科会で検証してきた項目，論点に合致しているというこ

とも御説明がありました。今回の長期施設管理計画の認可申請につきましては， 
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この原子力規制委員会において，川内原発の40年を超える運転の安全性に対し，

適切に審査がなされたものと考えます。どうもありがとうございました。 

 

② 更なる安全性・信頼性向上への取組に係る進捗状況 

 

（地頭薗座長） 

それでは，次の議事です。② 更なる安全性・信頼性向上への取組に係る進捗

状況につきまして，九州電力から御説明をお願いします。 

 

（九州電力）  

はい。九州電力の林田でございます。皆様，おはようございます。本年もど

うぞよろしくお願いいたします。説明に先立ちまして，一言御挨拶を申し上げ

たいと思います。委員の皆様には，日頃から九州電力川内原子力発電所の運営

に御理解をいただくとともに，安全性，信頼性向上への取組に関しまして貴重

な御意見，御指導を賜りまして，誠にありがとうございます。さて，発電所の

状況なのですが，１号機につきましては，昨年の７月に運転開始40年を迎えま

した。現在も順調に安全，安定運転を継続しているところでございます。また，

２号機につきましても，定期検査を終えまして，昨年末，通常運転に復帰して

おります。２機とも定格出力での運転をやってるということでございまして， 

順調に運転をしております。後ほど，１，２号機の運転期間延長に関して頂い

たこの専門委員会からの御要請，県からの御要請，地元の御要請に対します取

組状況につきましては，御説明させていただきたいと思います。  

また，先ほどこの長期施設管理計画につきましては御説明いただいたとおり

でございまして，私どもとしましては，今後も本計画及びこの要請いただいて

いる内容に基づきまして，適切に保全活動を実施していきますとともに，引き

続き自主的に継続的な安全性，信頼性向上に取り組んでいきたいと思っており

ます。地域の皆様に安心し，信頼していただけますよう，積極的な情報公開に

努めてまいりたいと思っております。 

それでは，お手元の資料に基づきまして，川内原子力発電所の福島の方から

説明をさせていただきます。 

はい，九州電力の福島でございます。それでは，資料２の御説明の前に，前

回の専門委員会のときに委員より御要望いただきました，川内原子力発電所の

基準地震動 Ss-1 からSs-3 応答スペクトルのグラフに，免震構造用の基準地震

動 Ss-L の応答スペクトルを追加したグラフを机上に配布してございますので， 

そちらの方の御確認もよろしくお願いします。なお，このスペクトルにつきま

しては，減衰が５％の図として表記してございます。 
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それでは続きまして，資料２につきまして，更なる安全性・信頼性向上等へ

の取組にかかる進捗状況について御説明します。  

１ページを御覧ください。まず最初に，受電系統の変更でございます。この

工事は，外部電源確保の更なる信頼性向上を図るため，現行の３回線から６回

線に増強するという工事でございました。これにつきましては，2024年９月に

使用前検査の合格証を受領してございます。同年，昨年の11月28日に特高開閉

所を高台に移設する工事が完了してございます。これにつきましては，２ペー

ジを御覧ください。川内原子力発電所の１，２号機の外部電源は，受電系統変

更前は，500kV２回線と220kV１回線の計３回線で運用をしてございました。  

右に概略図がございますが，右側の方に旧500kV川内原子力線２回線と旧

220kV川内原子力支線が１回線，この３回線で運用してございました。2023年

の12月に220kVを高台に移設し，４回線化，概略図で言いますと左上の１，２，

３，４，これを運用開始しまして，外部電源は，これまでの旧500kV川内原子

力線２回線と新しく移しました４回線，合わせまして計６回線となってござい

ました。その後，昨年の11月までに500kVの２回線，概略図の５番，６番，こ

れを高台に移設し，現在は全て新設の特高開閉所の設備で計６回線を運用して

ございます。既設の開閉所は海抜13ｍでしたけれども，新設の開閉所は35ｍと

いう高台に移設してございます。  

３ページを御覧ください。写真が載ってございます。左の方は特高開閉所の

全景でございます。奥に220kVの開閉所設備，手前に500kVの開閉所設備がござ

います。右の方は500kV開閉所設備が工事完了したというところの写真でござ

います。上の方に，増強前と増強後の川内原子力発電所がどこに接続されてい

るかという，上流の変電所をお示ししておりますが，この中で，川内火力の跡

地にございました川薩系統開閉所というものがございます。これには，※を打

ってございますが，この川薩系統開閉所につきましては，2025年から2027年に

かけて，九州電力送配電の方にて廃止を計画してございます。これに伴いまし

て，先日１月10日に当社の方で設計及び工事計画認可申請，この廃止に伴う申

請をいたしてございます。  

続きまして，また１ページ戻っていただきまして，廃棄物搬出設備の設置に

ついてでございます。この工事は，発電所で発生する雑固体廃棄物，これを日

本原燃の方に搬出するための廃棄物搬出設備を設置する工事でございます。こ

の工事につきましては，昨年の11月８日に保安規定の変更認可申請を行いまし

て，現在審査中でございます。これにつきましては，５ページを御確認くださ

い。右下に写真が貼ってございます。土建工事のうち，建物につきましてはも

うほぼ完成してございます。現在，外構の工事を進めてございます。機電工事

につきましては，ほぼ設置しておりまして，現在は設備の試運転をやっている
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ような状況でございます。 

また１ページ戻っていただきまして，次にタービン動補助給水ポンプの取替，

使用済燃料プールの共用化についてでございます。安全性向上及びサプライチ

ェーンの強化を図るためにタービン動補助給水ポンプの取替を行うという工事

と，号機ごとに貯蔵している使用済燃料については，相互貯蔵可能による使用

済燃料貯蔵の運用性の向上を図るため，１，２号機の使用済燃料プールを共用

化するというものでございます。これにつきましては，昨年12月４日に原子炉

設置変更許可を受領してございます。次に，タービン動補助給水ポンプについ

ては，設計及び工事計画認可の申請を実施して，現在審査をしていただいてお

ります。使用済燃料プールの共用化につきましては，設計及び工事計画認可申

請に向けて現在準備を進めているところでございます。 

６ページの方に，参考でタービン動補助給水ポンプの系統や使用済燃料プー

ルの状況をお示ししてございます。最後にですけれど，当社は皆様に安心して

いただけるよう，今後とも原子力発電所の更なる安全性・信頼性向上の取組を

継続するとともに，積極的な情報公開と丁寧な説明に努めてまいります。御説

明は以上になります。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございました。それでは，御質問をお願いします。  

前回宿題となっていた基準地震動の図面も今回提出していただきましたので，

これも含めてお願いします。佐藤委員お願いします。 

 

（佐藤委員）  

はい，佐藤でございます。どうも御説明ありがとうございました。では，私

の方から，応答スペクトルの資料と，安全性・信頼性向上の二つの資料，それ

ぞれについて質問させていただきます。まず，応答スペクトルの方ですけれど

も，Ss-3，これが追加になったわけですけれども，これに基づいた解析，それ

からもし必要になれば改造とかあるのだと思うのですけれども，その状況につ

いて御説明いただきたいと。 

それから，Ss-Lの方ですけれども，これは実際お示ししてありますのは応答

スペクトルの加速度の方のスペクトルですけれども，変位の方のスペクトルに

もし注目するならば，このSs-Lの方は結構大きな変位を示すと，そういうこと

でこの免震重要棟を設計するときに考慮されたと，そういう話だったと思うの

ですけれども，今日お伺いしたいのは，スロッシングのことです。プールに水

が蓄えられている，その水の地震による波打ち，これはむしろこの変位の大き

いSs-Lの方が厳しいのかなと想像するのですけれども，九州電力さんのこのス
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ロッシングの対策としてどうお考えなのか，使用済燃料プールから多少この溢

れ出るというようなことがあっても許容するのか，水が所外に出ていかなけれ

ばいいような，そういう対策をしているとかですね。そういうことで，このス

ロッシングとSs-Lの関係についても少し御説明をいただきたいと思います。 

それから二つ目の資料の安全性・信頼性の方ですけれども，この資料に関し

ましては，ほとんど内容的にずっと継続的にアップデートしていただいている

情報だと認識しているのですが，実際，九州電力さんの取組としては，この資

料で挙げられている以外にもっとたくさん，安全性・信頼性の取組をなさって

ると想像するわけです。今日お答えしていただきたいのは，その中の一つとし

て，設備の計測制御系のデジタル化を色々進められているはずなのですけれど

も，例えば安全系の，原子炉保護系の，選択ロジックの2-out-of-3をもっと最

新のものにするだとか，あるいはケーブルを従来の銅ケーブルから光ファイバ

ーにするとか，あるいは昔のリレーをＰＬＣにするだとかですね。色々こうい

う最新の更新をやっていらっしゃるのではないかと思うのですね。その辺を簡

単に御説明いただければと。以上です。 

 

（地頭薗座長）  

はい。それでは，２点お願いいたします。 

 

（九州電力）  

九州電力の野崎です。順次答えさせていただきます。まず，震源を特定せず

策定する地震動に関する検討の状況ですけれども，建屋の床応答を考慮しまし

て，今，設備の影響を順次評価しているところでございます。評価が終わって

いるところに関しては，順次工事を始めているところという状況でございます。

なお，評価が全部終了次第，工事計画の申請も実施する予定でございます。 

はい，九州電力の緒方でございます。計装設備のデジタル化等について回答

させていただきます。まずデジタル化への取組というところで，現状，中央制

御室から現場のポンプや弁などを操作するために必要なアナログのリレー等を

順次取替えてございます。主な制御盤については，ほぼデジタル化を実施済み

という状況です。次に安全系ロジックへの2-out-of-3から2-out-of-4の導入と，

リレーからＰＬＣへの切替，銅ケーブルから光ファイバーへの切替等につきま

しては，安全系のロジック，原子炉の非常停止信号等ですけれども，こちらに

ついて，2-out-of-3から2-out-of-4への導入を実施してございます。あと，リ

レーからＰＬＣへの切替につきましても，制御盤の更新に合わせて順次導入し

ておりまして，信頼性の向上を図ってございます。計装設備の更新に関しては

以上でございます。 
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続いて，Ss-Lについて，九州電力本店の平原から御回答させていただきます。  

ＳＦＰにつきましては，設工認の段階でスロッシングも考慮して設計をしてご

ざいまして，防護対策等をしているところでございますが，Ss-Lにつきまして

は，資料にも書いておりますけれども，Ss-Lを用いて評価している施設はござ

いませんので，設工認上はSs-Lを使っているものはないということが回答にな

ります。以上でございます。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございます，佐藤委員。 

 

（佐藤委員）  

すみません。Ss-Lについては，その設備の設計に関係がないというのは分か

るのですけれども，質問の趣旨は，水がプールからフロアの上にこぼれていっ

て溢れていって，それがこのダクトに入ったとか敷地の外へ出て流れていった

とかですね。これまで色々な原子力発電所でたくさん発生してる事象なわけで

すね。ですので，九州電力さんはその辺りをどういうふうに取り組んでいらっ

しゃるのかなというところをお伺いしたかったのです。その設備がSs-Lに持つ

か持たないかでなくて，水です。 

 

（地頭薗座長）  

はい，九州電力お願いします。 

 

（九州電力）  

九州電力の平原でございます。失礼いたしました。溢水に関しましては，設

備として，溢水の量をもちろん評価いたしまして，それに応じた堰であったり，

あるいは，先ほどおっしゃったようなダクト等に入らないように，溢れた水を

止めるような対策をとってございますので，そういった面で設計上の考慮をし

ているというところでございます。 

 

（佐藤委員）  

はい，ありがとうございました。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございます。他ございませんでしょうか。はい，どうぞ。

相良委員お願いします。 
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（相良委員）  

量研機構の相良と申します。御説明どうもありがとうございました。 

資料２の３ページのところで，１件御質問したいのですが，川薩系統開閉所

がなくなることによる支障とか特にあるのでしょうか。前の図を見ていると，

ここは220kVをそのまま通しているだけなので特段問題ないと思うのですけれ

ど，何か工事とかそういうものが追加されるということなのでしょうか。 

 

（地頭薗座長）   

はい，お願いします。 

 

（九州電力）  

はい。九州電力の福島でございます。 

 

（九州電力）  

３ページに川薩系統開閉所の写真がございますけれど，ここに遮断機とかそ

ういう設備がございます。これを廃止し，ここを送電鉄塔で繋ぐという工事に

なります。この開閉所がなくなりましても，接続先としては上流があり，南九

州変電所ですとか，またその途中に出水変電所という上流の変電所は接続先が

ございますので，この開閉所がなくなっても発電所に影響はないと考えていま

す。 

 

（相良委員）  

ありがとうございました。その増強前の部分，もう一つなのですけれど，こ

の新鹿児島変電所の方とそこが繋がってたのですけれど，これも今は切り離さ

れて独立してる状況ということですか。 

 

（九州電力） 

はい，九州電力の福島でございますけれども，そうです。今，原子力発電所

の開閉所を経由して繋がっております。 

 

（相良委員）  

はい，どうもありがとうございました。 

 

（地頭薗座長）   

はい，ありがとうございました。他ございませんか。はい，村上委員，お願

いします。 
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（村上委員） 

村上です。御質問はタービン動補助給水ポンプの話なのですが，２点お聞き

したいことがありまして，１点目は，若干興味で聞くところもあるのですが，

ポンプのメーカーは，サプライチェーンの強化のためにということだったので

すけれど，ベンダーではなくてメーカーはどちらになりますでしょうか。 

 

（地頭薗座長）   

はい，どうぞ。 

 

（九州電力）  

はい，九州電力の福島でございます。取り替えます，タービン動補助給水ポ

ンプのメーカーは三菱重工でございます。 

 

（村上委員） 

ベンダーではなくて，ポンプ自体を作ってるところも三菱重工ということに

なりますか。 

 

（九州電力）  

そういうことです。三菱重工で製作しております。 

 

（村上委員） 

ありがとうございます。二つ目の御質問は，こちらの方のお話なのですが， 

このタービン動補助給水ポンプを利用することになる，重大事故シナリオみた

いなものはどういうものになるのかを教えていただければと思います。 

 

（地頭薗座長）  

はい，お願いします。 

 

（九州電力）  

６ページを見ていただきたいのですけれども，通常運転中は給水ポンプで運

転して水を送っています，蒸気発生器の方に。事故時にこういう給水ポンプが

止まって，蒸気発生器で一次系の熱を除熱する，そのために蒸気発生器に水を

送るのですけれど，そのときにこのタービン動補助給水ポンプというもので水

を蒸気発生器に送るという役割でございます。あと，電動補助給水ポンプとい

う補助給水ポンプも２台あります。電源があれば，この電動補助給水ポンプも
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回るのですけれども，電源がなくなっても，このタービン動補助給水ポンプが

１台あれば，給水できるという設備になっております。 

 

（村上委員） 

電動が主で，タービン動が従ということで，事故時の手順というのは備えら

れてるということだと理解をしているのですが，それは間違いないですよね，

基本的には。 

 

（九州電力）  

電動ですね。電気があれば給水できるということになります。ただ，電気が

なくなったとき，全交流電源喪失等において，バックアップ的なものとして，

このタービン動補助給水ポンプがあると考えております。 

 

（村上委員） 

ありがとうございます。質問をさせていただきました趣旨は，まず，交換自

体はすごくいいことだと思っていますと。で，さらに，この装置はＢＷＲのＨ

ＰＡＣ相当の装置だと理解をしていまして，ＨＰＡＣは動いてるところも実際

に見せていただいたことがあるのですけれど，非常に使い勝手の良い，簡単な

操作でコントロールできる機器ですので，安全が高まるという意味でも非常に

いいものだというふうに思ってるところになります。さらに今お聞きをして，

それが国内で作れるようになるということも分かりましたので，それもさらに

いいことだと思いました。唯一気になっていましたのが，細かい操作性みたい

なことを考えて，特に蒸気発生器の細管破断事故のようなものに対して給水を

するというようなシナリオを考えたときに，細かい調整をするみたいなことを

考えたときにどうなのかなというのが，それだけが少し分からなかったもので

すから，どういう操作をするのかなということが気になってお聞きをしたとい

うことになります。大規模な一時的な移転が必要になるような大きな事故でこ

ういうものは活躍をするというような状況はないと思うのですけれど，先ほど

佐藤委員もコメントされていましたように，微量な放射性物質が放出をするみ

たいなことを完全に防いでしまうというような運転操作をするときに，この最

後の砦として活躍するポンプだと理解をしてますので， そういうことをお聞き

したということになります。以上です。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございました。釜江委員お願いします。 
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（釜江委員）  

釜江でございます。先ほど佐藤委員からのSs-Lの話について少し確認なので

すが，これが作られたのは，元々緊急時対策所が免震構造というようなことで，

非常に保守的に長周期側を大きくしたと。そういう経緯があって作られたと思

うのですが，現実は耐震構造になったので，特にこのSs-Lを何かの設備の設計

に使っているというわけではないと思います。 

ただ，例えばプール水のスロッシングについても非常に重要な話だと思って

いて，このSs-Lを使ったのか，使わなかったのかということではなく，元々の

基準地震動によって溢水するかどうかという評価をされて，必要に応じて溢水

防止であったり，色々な対策を考えられたと思うのですが。そういう評価はさ

れたのかなど少し確認させてください。 

もう１点，受電系統の変更では変圧器とか色々なことが書いてありますが，

設計や工事には能登の知見，すなわち，地震時に変圧器の油が漏れたといった

ことがあったと思うのですが。前回，ATENAで色々と情報収集であったり，今

後の対策云々の話もありましたが，変圧器の設計とか施工に何か反映されたこ

とがありますか。それとも今後知見が得られたときに何か対応をするというよ

うな状況なのかどうかということも含めて，少し確認をさせていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

 

（地頭薗座長）  

はい。九州電力，お願いいたします。 

 

（九州電力）  

九州電力の平原でございます。釜江先生おっしゃるとおりでございまして，

この評価の中で設工認，いわゆる詳細設計の段階にはなりますけれども，地震

によって揺れが発生した場合に，ＳＦＰ等々からどのぐらいの水の量がこぼれ

るかというような評価を実際にしてございまして，その中で，どの程度溢水が

あればこのくらいの高さの堰が要るなというようなことを考えた上でのプラン

の設計になってございます。一つ目の御回答は以上でございます。 

九州電力の緒方でございます。能登を踏まえた変圧器への対応につきまして

は，川内原子力発電所につきましては基本的に外部電源系統の多重性や非常用

ＤＧの多様性により，システム全体で頑健性が確保されております。ただ，機

能喪失や長期化回避の観点から，変圧器の機能損失による多重性や独立性が失

われないように，絶縁油とかが漏洩したときに，変圧器の停止手順を整理する

ものと考えてございます。あと，変圧器につきましては，能登地震で変圧器の

高圧盤が動作したということで，高圧盤が現状，自動復帰しないものについて
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は自動復帰型に変えていくというところと，予備品の確保を実施する予定にし

てございます。変圧器の対策については以上でございます。 

 

（釜江委員）  

はい，ありがとうございました。能登の知見が少しは考慮されて物を作られ

ていると理解しました。ありがとうございました。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございました。はい，村上委員，お願いします。 

 

（村上委員） 

今の点で１点だけ併せてお伺いしたかったのですが，新しく設置をされまし

た変圧器は柔構造で設計でしょうか。それとも剛構造での設計になりますでし

ょうか。 

 

（地頭薗座長）  

すぐお答えできますか。 

 

（九州電力）   

はい，九州電力の福島でございますけれど，今おっしゃっている柔構造とい

うのは耐震がある構造かという意味でしょうか。電気設備でございますので，

耐震につきましてはＣクラスです。 

 

（村上委員） 

剛構造では設計されているということですか。 

 

（九州電力）  

 剛，とおっしゃっているのは。 

 

（村上委員） 

加速度だけで見ておられるのか，それとも内部構造の振動も解析を入れられ

てるのかという趣旨でした。 

 

（九州電力）  

 本店，何か分かりますか。 

 九州電力の平原です。変圧器の場合ですと，一般汎用品と同等の耐震性を要
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するというものでございますので，剛設計にする，柔設計にするというような

大きな方針というのはございません。一般のものと同等ということになります。 

 

（村上委員） 

剛設計よりの設計でされてるということですね。理解しました。ありがとう

ございます。 

 

（九州電力）  

少し補足しますと，やはり原子力発電所の変圧器につきましては，先ほど言

ったとおり，外部電源に依存しない設計にしているので，安全上のところは大

丈夫なのですけれども，やはり油が漏れたり，柏崎のときは火災が発生したり

というところで，下に設置している地盤の部分が強かったり弱かったりすると

配管が外れたりしますということで，油が漏れたりしますので，そういうとこ

ろを地盤のところをしっかりした上に置くとか，そういうところは考慮しなが

らやっていると考えております。 

 

（村上委員） 

ありがとうございます。コメントの趣旨は，Ｃクラスでの設計ということは

重々承知をしておりますので，何か特段安全上の問題があるとは思っているわ

けではないのですけれど，九州にとって非常に重要な電源であるというような

位置付けもありますので，地震があっても発電が継続できるような状態が維持

できるというようなことも踏まえてお聞きをさせていただいたということにな

ります。以上です。 

 

③ タービン動補助給水ポンプの取替えに係る意見書 

 

（地頭薗座長）  

はい。ありがとうございます。それではよろしいでしょうか。はい。それで

は，次の議事に移ります。③ タービン動補助給水ポンプの取替えに係る意見書

につきまして，これは鹿児島県から御説明お願いします。 

 

（鹿児島県） 

はい。鹿児島県原子力安全対策課の岩元です。次に，タービン動補助給水ポ

ンプの取替えにかかる意見書について御説明いたします。資料を御覧ください。 

「タービン動補助給水ポンプの取替え」に関しまして，専門委員会座長から

知事宛てに意見書を頂きたいと考えており，意見書の内容につきましては，安
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全協定に基づく九州電力から県への事前協議に関し，県が対応を判断する際の

参考とさせていただく予定です。 

資料の２ページを御覧ください。１の⑴，⑵につきましては，専門委員会に

おけるこれまでの議論の経過をお示ししております。⑴につきましては，令和

６年３月13日に開催した第23回委員会，⑵につきましては，令和６年８月21日

に開催した第24回委員会におきまして，九州電力から説明がなされた後に，御

議論いただいた経過を記載いたしております。⑶は意見書のまとめであり，こ

れまでの御議論の結果を踏まえ，案としまして，タービン動補助給水ポンプの

取替えについて，鹿児島県原子力安全・避難計画等防災専門委員会として，特

段の問題はないことを確認した旨をお示ししております。 

３ページから４ページにかけましては，これまでに各委員から頂いた御意見

や御質問と，それらに対する九州電力の回答の概要を記載いたしております。

なお，参考資料といたしまして，川内原子力発電所に関する安全協定書をお配

りしておりまして，県への事前協議につきましては，資料の下線部でお示しし

ております第６条に基づくものでございます。以上で，説明を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございました。この件は，前回と前々回，この場でこのタ

ービン動補助給水ポンプの取替えに関して皆様から色々議論していただきまし

た。それと，先ほど村上委員からもいくつか質問が出ていますが，さらにこの

意見書につきまして皆様から御意見等をお願いいたします。山内委員，お願い

します。 

 

（山内委員）  

座長，ありがとうございます。声聞こえますでしょうか。 

 

（地頭薗座長）  

はい，どうぞ。 

 

（山内委員）  

今ほど県の方から御説明ありましたし，また東大の村上先生から御説明があ

りましたように，本件は比較的重要な課題ではないかと思いました。この質問

を私が二ついたしましたので，私の方からこのように正式な形で，座長名で， 

地頭薗先生の名前で県知事に挙げていただくというのは大変適切なことだと私

は思います。その理由は，この３ページの意見・質問の中に書いておりますよ
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うに，１番上のコラムですが，福島第一原発事故において，手動による弁の開

閉操作が必要であったにも関わらず，放射線量が高く必要な操作ができなかっ

たという事例があった。今回の取替えはこのような経験が反映しているのかと

いうことを，福島第一原発の１号機のＩＣの経験に応じてさせていただきまし

た。これに対して，九州電力より常に福島第一原発の事故原因に立ち返って川

内原発に対する対応を行っているという回答を頂いたのを記憶しております。

大変重要な点と思いますので，改めてこの意見書を提出いただければと思いま

す。１点，４ページのタービン動補助給水ポンプ取替えについての九州電力の

回答のところですが，二つ目の囲みの中で，蒸気発生器で発生した蒸気を大気

に逃がすことができれば，ヒートシンクとして使えるという文言がございます。

ヒートシンクという言葉は，おそらく原子力発電所に関して特定の意味を持っ

ているのだと思います。おそらくパッシブな熱除去ということではないでしょ

うか。電力ポンプのような電力と外部からエネルギーが不要で熱が除去できる

ということだろうと思います。しかし，一般の使い方としてヒートシンクとい

うと，ＣＰＵの上に付いている金属の部品のような感じがいたしますので，ヒ

ートシンクと書いた後，一般の人に分かるような説明を記載いただければどう

かと思います。私の理解が正しいかどうかを含めて，九州電力の御意見を伺え

れば助かります。以上です。ありがとうございます。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございます。それでは，今のヒートシンクのところ，九州

電力の方から御説明お願いします。 

 

（九州電力）  

九州電力の林田です。おっしゃったように，福島の事故に立ち返って，色々

なことを考えていくというのは私たちの安全の基本だと思っておりますので，

やっていきたいと思います。このヒートシンクという言葉につきましては，い

わゆる海水系を使って，海水の方に熱を，ヒートシンクとして海水を使うとい

うのと同義で，この大気の方に熱を逃がすということで，大気側へがヒートシ

ンクになるというような意味でここは使っております。基本的には，除熱をこ

こでできるということですので，一次系からの除熱をこの二次系の蒸気発生器

という常設の器を使って大気中に逃がすことができるということで，ヒートシ

ンクという言葉を使っておりますけれども，あえてヒートシンクという言葉を

ここで使う必要があるかどうかというのは少し検討させていただきたいと思い

ます。意味合いはそういう，大気があってヒートシンクとして使えるというこ

とでございます。 
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（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございます。山内委員，どうぞ。 

 

（山内委員）  

どうもありがとうございます。今の御説明，分かりました。ヒートシンクと

いうのは熱力学のヒートシンクということだと理解しました。しかし，一般の

人はおそらく私が申しましたように，ヒートシンクというのはパッシブな熱除

去ということになって，この装置はそのような働きを持っていると思います。

そのような点を含めて説明に加えるようお願いいたします。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございます。他，ございませんか。 

 

（鹿児島県） 

 鹿児島県原子力安全対策課の岩元です。今，山内委員から御指摘のあった件

につきましては，九州電力と調整をいたしまして，修正をさせていただきたい

と思います。 

 

（地頭薗座長）   

はい，よろしくお願いします。それでは，佐藤委員，お願いします。 

 

（佐藤委員）  

はい，佐藤でございます。ちょっと今更ながらの質問で恐縮なのですけれど

も，私も１点だけ，福島の教訓ということで確認しておきたいことを今思いつ

きましたので，質問させていただきます。九州電力さんの資料２の６ページの

略図ですと，少し詳細なところが分からないのですけれども，補助給水ポンプ

から蒸気発生器に至るまでのラインなのですが，福島で起こった重大なアイソ

レーションコンデンサーのトラブルというのは，ここにこの格納容器の隔離弁

がありまして，その隔離弁が交流電源のみならず直流電源まで失われたことに

よって，弁の回路が固定されてしまって，もうこの開操作も閉操作も何もでき

なくなってしまって，それで原子炉の冷却の機能を果たさなくなったと，そう

いうことがあったわけです。それでお伺いしたいのは，補助給水ポンプから蒸

気発生器にかけてのラインに，それに類するような隔離弁があって，そのよう

に電源喪失時，それは直流も含めてそういう事象が起こったときに，まさに福

島で起こったようなことが起こり得ないのかというところを一つだけお教えい
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ただければと思います。 

 

（地頭薗座長）  

はい，お答えをお願いいたします。 

 

（九州電力）  

九州電力の藤川でございます。 今おっしゃったように，電動補助給水ポンプ

及びタービン動補助給水ポンプの先には隔離弁がございます。電動の隔離弁が

付いておりますので，電気があれば電気で動かすということになります。ただ，

電源が供給されず電気が失われた場合であっても，手動の操作が現場でできま

す。 

福島は，状況がはっきり分かりませんが，格納容器の中での操作ではなく格

納容器の外での操作になりますので，そちらの方は運転員による手動での操作

を行うことになります。 

 

（佐藤委員） 

福島の場合も，隔離弁は原子炉格納容器の中でした。操作不能になったバル

ブと私が先ほど申し上げたのは，格納容器の中のバルブの，格納容器の中の隔

離弁のことです。 

 

（九州電力） 

なので，格納容器の中の隔離弁はないという。 

 

（佐藤委員）  

ああ，なるほど。分かりました。はい，ありがとうございます。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございます。他，はい，釜江委員，お願いします。 

 

（釜江委員）  

この意見書は大事なので，少し中身のＱＡですね，３ページの三つめ，今回

のポンプ取替えは，バックフィットの一種だと考えてよいかという質問に対し

ての右側の回答があるのですけれど，バックフィットの一種だと考えてよいか

という質問は，規制要求に従ってなされるのか，それとも自主的な取組なのか

という趣旨の質問だと思うのですが，ところが右の方は，サプライチェーンの

強化で，国産，国外の物を使うとか，そういったことが資料に出てくるのです
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けれど，少しこのＱＡが正確に対応しているのかどうかが，議事録にもこうい

うやり取りがあったのかどうかは確認していないのですが，ただ，このＱＡを

見る限り，何か少し整合していないように思うのですが，私だけでしょうか。

すみません。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございます。この点に関しては県の方から。はい，お願い

します。 

 

（鹿児島県） 

鹿児島県原子力安全対策課の岩元です。このやり取りに関しては，議事録を

見ると，山内委員の方から一種のバックフィットだと考えてよろしいのでしょ

うかということに対しまして，九州電力から，今回の改造はサプライチェーン

の強化ということで実施しておりますと。その中で，色々九州電力が今まで苦

労していたところの改善ということで，メーカーから提案を受けて，通常現場

の方で蒸気加減弁を改善しなければいけない場合でも，そういう操作をなくす

ような改善を行った設計を取り入れたというようなやり取りがなされていると

ころでございます。 

 

（地頭薗座長）  

はい。釜江委員，よろしいでしょうか。 

 

（釜江委員）  

この部分は山内委員にお聞きすればよいのかなと思います。趣旨がバックフ

ットの一種だと考えてよいかという質問の趣旨が，バックフィットというのは

私が理解するのは，当然，基準が変わった中で，それに適合するようなものと

いう理解をするのですね。山内委員は自主的なのかという，そういう質問をさ

れたのかなと。この言葉だけで見て思った次第です。御本人の目の前で申し訳

ないです。すみません。 

 

（地頭薗座長）  

はい，山内委員，お願いします。 

 

（山内委員）  

ありがとうございます。時間のないところ，丁寧な御指摘ありがとうござい

ます。今の釜江先生の御指摘は全くそのとおりでして，私もバックフィットか，
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と尋ねたときに，電力さんからこのような答えが返ってくるとは思いませんで

した。しかし規制委員会の言うバックフィットというのは，このような新しい

製品が入って，それを規制委員会の強制力のある指示として導入する，という

ことではない，という御趣旨で，バックフィットという言葉を九州電力の方は

使いたがらなかったのではないか，という感触を私は受けました。いずれにし

ても，新しくより安全性の高い機器を入れることによって，常に安定性の向上

に努めているのであれば，それを高く評価すべきではないか，ということを申

し上げたところ，先ほど話題になりましたように，常に福島を，という議論の

流れになったと記憶しております。 

 

（地頭薗座長）    

はい，ありがとうございます。これに関して九州電力から何かコメントはご

ざいますか。 

 

（九州電力）  

はい。やはりバックフィットは規制があったからやったかということに関し

ましては，そうではなくて，我々は自主的に安全性向上を図ることも含めて，

サプライチェーンの件も考慮して取り替えるということですね。規制として要

求されたからこれをやっているということではないと考えております。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございます。山内委員，よろしいでしょうか。 

 

（山内委員）  

ありがとうございます。 

 

（釜江委員）  

そこが一番私は重要だと思うので，規制要求でやったのと自主的に安全性向

上のためにやったというのも，同じ物ができてもやっぱりそこのモチベーショ

ンは非常に重要だと思ったので，もしそうであれば，少しそういう言葉を入れ

た方がいいのではないかなと思いました。すみません。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございます。守田委員，お願いします。 

 

（守田委員）  
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はい，どうもありがとうございます。九州大学の守田でございます。今の資

料の３ページ目の各委員からの意見及び質問に対する回答の左側の図で言いま

すと４番目，５番目のところなのですが，私の方から質問させていただいたと

ころなのですが，少し細かいことかもしれませんが，４番目の質問に対する九

州電力さんの方からの回答の流れで，その次の質問が出ていますので，書き方

としては，３番目の質問は，最後に事故時はこの３台はどのように運用される

のかということに対していただきたかった回答というのは，４番目の右側に書

いてある九州電力さんの回答ということになるので，大事なのは，その１台で

十分崩壊熱を除去できるという部分が答えと回答として適切かと思いますので，

５番目の質問のところは省いていただいて，５番目の回答のところを４番目の

回答のところにマージしていただいた方が，この流れ的には適切な質問に対す

る回答というような説明になるかと思いますので，可能であれば修正をしてい

ただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございます。鹿児島県からお願いします。 

 

（鹿児島県）  

鹿児島原子力安全対策課の岩元です。先ほどの山内委員からの御指摘，それ

から，ただ今の守田委員からの御指摘につつきましては，修正をさせていただ

きたいと思います。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございます。それでは，２回，そして今日３回の議論の結

果として，意見書としてまとめるということで提出いたしました。内容につい

ては，大きな問題ではないと思いますので，より丁寧に分かりやすく表示する

という方法でいきたいと思います。従って，意見としてはこれでまとめたいと

思いますが，今日出された意見，それから先ほどの，前の議事で出された村上

委員からの意見等も含めて，これに追加し，先ほど御指摘があったところは修

正して，もう一度この意見書として整理したいと思います。その後，委員の皆

様には御確認していただくということでよろしいでしょうか。はい，その後の

最終的な確認は私の方に一任させていただければと思いますが，それでよろし

くお願いいたします。はい。少し時間かかりましたけども，どうもありがとう

ございました。たくさんの意見，ありがとうございました。それでは，ここで

10分ほど休憩いたします。今，10時56分ですので，11時６分から開始いたしま

す。 
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―休憩― 

 

④ 県要請に対する原子力規制委員会及び九州電力の対応状況 

 

（地頭薗座長） 

それでは，再開いたします。 次の議事，④ 県要請に対する原子力規制委員

会及び九州電力の対応につきまして，まず原子力規制庁から御説明お願いしま

す。 

 

（原子力規制庁）  

はい，原子力規制庁高経年化審査部門の塚部でございます。令和５年７月に

示していただきました要望書について，対応状況を御説明いたします。要望書

の内容につきましては，高経年化した原子力発電所に対する知見の拡充と，あ

とは規制の継続的改善について要望を頂いたと認識してございます。知見の拡

充につきましては，原子力安全に一義的な責任を有します原子力事業者におい

て適切になされるものと考えております。一方，原子力規制委員会といたしま

しても，審査等の際に，事業者からの申請内容が妥当であるかを判断するため

に必要な知見の収集，整理等を主な目的として安全研究に取り組んでございま

す。また，最新知見の収集を行ってございます。その上で，要望書の１から８

の項目に関して申し上げれば，全ての項目に関しまして，最新の知見の収集と，

必要に応じて規制に反映するための判断を常時行っているところでございます。  

具体的に申しますと，海外における規制の動向にかかる情報や国内外の検証

施設の事故，トラブルに関する情報を収集いたしまして，２か月に１回程度の

頻度でございますが，技術情報検討会という公開の会合を開催しております。

こちらで規制に反映すべき内容を確認いたしまして，共有する活動を行ってお

ります。それに加えまして，自らテーマを定めて安全研究を実施しているもの

でございます。なお，知見の拡充については，長期的な取組でございますので，

前回，令和５年11月21日の本委員会でも回答させていただいた内容と一部重複

するものでございますが，区別について御説明させていただきます。  

まず，要望書の１非破壊検査に関するものでございますが，安全研究といた

しまして，超音波探傷，超音波計測による溶接部形状の検出等の取組を行って

いるところでございます。また，学会発表や事業者等との面談を通じて，産業

界及び学協会への照会，議論をしてございます。また，最新技術による超音波

探傷試験装置の活用事例につきましては，海外情報を収集し，技術情報検討会

で報告等をしてございます。 

続きまして，要望書の２と３の監視試験片につきましては，実機材料で使用
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いたしました研究の中で，監視試験片による破壊靭性試験や小型試験片による

知見拡充に取り組んでいるところでございます。こちらについても引き続き取

り組んでいるところでございます。 

続きまして，要望書５の熱時効に関しましては，こちらも実機材料を活用し

た熱事項に関する靭性の低下を評価する評価の保守性を検証するための安全研

究に引き続き取り組んでいるところでございます。 

要望の８の材料の経年劣化評価につきましては，これまで御説明したとおり，

実際に原子力発電所で使用された機器及び構造物から採取した材料を用いまし

て，数々の分析や評価を実施しているといった安全研究に取り組んでおります。

また，安全研究の中で外部有識者による委員会を設けておりまして，研究で得

られたデータ等を用いて学協会及び産業会との意見交換を行っております。 

続きまして，要望書の４，照射誘起型応力腐食割れと，要望の６，コンクリ

ートの各劣化事象につきましては，自ら原子力規制委員会，規制庁が安全研究

として行っているものではございませんが，国内外の情報等を通じて産業界や

学協会の取組状況などを継続的に収集して規制の取入れを判断する取組を行っ

ております。また，海外規制機関や研究機関と意見交換を行いまして，国内規

制活動に影響すると考えられる内容につきましては技術情報検討会で報告して

いるものでございます。   

続きまして，要望の７，設計の経年劣化対策の拡充ということで，こちらは，

我々は設計の古さとも呼んでおりますが，こちらに関連いたしましては，発電

用原子炉施設の安全性向上評価制度というものがございますので，それに関す

る原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会，炉安審，燃安審とも呼ん

でおりますが，この審議内容，審議結果といたしまして，昨年７月５日に，発

電用原子炉施設の安全性向上評価制度のあり方や運用の見直しについてという

報告書をまとめております。こちらの報告書については，原子力規制委員会で，

報告書の内容を踏まえまして，昨年７月24日に炉安審，燃安審の両会長と意見

交換を行いまして，10月16日に原子力規制庁から本制度の見直しの方針案を説

明しまして，委員会で討議を行いました。この討議の結果を踏まえまして，事

業者がプラントの設備や機器などの対象に国内外の他のプラントと比較するこ

とによりまして，安全性向上のための措置を講じる必要がないかを評価するこ

となどを本制度の中に盛り込むように規則及び運用ガイドの見直しを現在進め

ているところでございます。  

要望の９でございまして，研究者の人材育成等についてでございますが，こ

ちらにつきましては，日本原子力研究開発機構，ＪＡＥＡや大学等々と共同研

究を実施していることで，安全研究に必要な設備等の整備など研究の実施体制

の拡充強化を図っていくとともに，研究者の育成や教育などの支援に役立って
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いるものと認識してございます。 

また，若手研究者には安全研究だけではなくて，実際に高経年化に関する審

査支援の業務でありますとか民間規格の技術強化の支援に参画させるなど，継

続的な技術基盤の維持に努めているところでございます。 

最後に，要望の10に関連いたしまして，原子炉等規制法の改正によりまして

新たに導入いたしました，先ほど御説明させていただいた長期施設管理計画認

可制度でございますが，最新の知見により劣化評価の方法等に変更が必要とな

る場合には，劣化評価のやり直しでありますとか，評価に基づく適切な計画の

変更などをより柔軟かつ機動的に求めておりまして，最新知見を反映し，継続

的な安全性向上を図る制度としてございます。一例を申しますと，先ほど川内

１，２号機の長期施設管理計画の認可の概要で説明させていただきました，中

性子照射脆化にかかる評価につきましては，この回次ごとに示す図で御説明さ

せていただきましたが，中性子照射脆化の将来予測を伴わない実測データに基

づく評価というものを実際今回実施しているところでございます。 

以上のように，原子力規制委員会といたしましては，国内外の最新の科学

的・技術的知見を継続的に収集して，技術情報検討会で毎度確認しておりまし

て，必要な場合には，最新知見を規制に取り入れ，既設炉にも対応を求めるな

ど，継続的な安全性向上に努めているところでございます。原子力安全につき

ましては，継続的に取り組むことが基本でありますので，原子力の安全が確実

に担保されるように今後とも努めてまいります。私からの説明は以上です。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございました。10項目の要請に対して，現在の取組の状況

を具体的に説明していただきました。委員の皆様から御質問等お願いします。  

特にございませんか。 

 

（守田委員）  

質問させていただいてよろしいでしょうか。九州大学の守田です。 

 

（地頭薗座長）   

はい，お願いします。 

 

（守田委員）  

どうも御説明いただきましてありがとうございました。１点少しお伺いした

いのですけれども，要請書の方の番号で言いますと，７番の設計の古さのとこ

ろで，今規制庁さんの方から御紹介がありましたが，今日最初の議事の中で，
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長期施設管理計画の対象としては，プラントの運転中のその劣化の管理，製造

中止品の管理等々が対象となっているわけですけれども，今後は，こういった

設計の古さを見た上で，安全設計上の改善の余地がないかどうかとか，そうい

ったような観点からの規制もその長期施設管理計画の中に盛り込まれるような

ことが考えられているというような，そういった理解でよろしいのでしょうか。 

 

（地頭薗座長）  

はい，規制委員会，お願いします。 

 

（原子力規制庁）  

はい，私，原子力規制庁の片野と申します。今の安全性向上評価制度を担当

させていただいておりますので，回答いたします。 今，守田先生の方から御質

問ありました件ですけれども，長期施設管理計画制度とは別でして，いわゆる

事業者の自主的な安全性向上の取組を促すものということで今検討を進めてお

るところであります。なので，基準はあくまで最低ラインということで整備し

ておりますけれども，他の原子力発電所との比較によって更に改善するところ

を，自主的にやるべきところがあるというものがもし見つかってくれば，こう

いったところは安全性向上評価制度の中でやっていただきたいということで，

そういうことは，運用ガイドですとか規則の中に定めると，こういうことで御

説明させていただきました。 

 

（守田委員）  

分かりました。ありがとうございます。理解できました。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございます。釜江委員はよろしいですか。 

 

（釜江委員）  

先ほど塚部さんからの説明の一番最後の方，今回の高経年化という劣化状況

というのは当然予測評価も入っていますし，当然途中で立ち止まって新知見の

導入など，それが非常に重要だと思いますので，今後ともよろしくお願いいた

します。コメントです。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございます。他，よろしいでしょうか。  

それではもう一つ，九州電力の方からもございますので，九州電力から御説
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明お願いします。 

 

（九州電力）  

はい，九州電力川内原子力総合事務所の大久保でございます。  

それでは，資料４－２に基づきまして，運転期間延長に関わる鹿児島県様か

らの御要請に対する対応状況について御説明をさせていただきます。  

まず，１ページを御覧ください。2023年７月28日に，川内原子力発電所の運

転期間延長に関しまして，鹿児島県様より当社に対し，33項目の御要請をいた

だいております。これを受けて，2023年11月７日に，御要請に対する対応方針

をまとめた回答書を鹿児島県様に提出するとともに，11月21日の専門委員会に

おいて，その内容について説明をさせていただきました。現在，各項目につい

て，真摯かつ丁寧に対応しているところでございます。本日は，お時間の都合

上，項目を絞って説明をさせていただきたいと思っております。 説明させてい

ただきたいページには黄色のマーカーで示しておりますので，どうぞよろしく

お願いいたします。 

それでは，まず３ページの方をよろしくお願いいたします。１ページ飛んで

３ページです。御要請２のところでございますが，原子炉格納容器の気密性評

価などを継続的に実施していくよう御要請をいただき，当社からは，定期検査

ごとに実施する原子炉格納容器漏えい率検査等で確認していくと回答しており

ました。対応状況については記載のとおりでございます。至近で実施した定期

検査にて，規制要求に基づき実施している原子炉格納容器漏えい率検査による

気密性評価に加え，自主的に原子炉格納容器鋼板の外観点検などによる構造健

全性評価を実施して，異常がないことを確認してございます。原子炉格納容器

漏えい検査というのは，原子炉格納容器全体をコンプレッサーで空気を注入し

て加圧し，24時間経過した後の圧力低下量から漏えい率を算出して，所定の漏

えい率以下であることを確認するための検査です。それと，原子炉格納容器鋼

板の外観検査とは，原子炉格納容器の鋼板，内面も外面もですが，塗膜状態を

目視で確認する点検のことです。結果については表に記載のとおりであり，い

ずれの項目についても検査結果に問題はございませんでした。 

次に，一気に飛んで21ページを御覧ください。御要請の21については，将来

的なサプライチェーン企業の事業撤退等の懸念を踏まえたサプライチェーンの

維持に継続的に取り組んでいくよう御要請をいただき，当社からは，製造中止

品や請負先の撤退に関する情報を入手し，管理していくと回答してございまし

た。対応状況につきましては次のページをご確認ください，サプライヤーにつ

きましては，技術能力や製造能力，納入実績，品質保証に関する能力などの確

認，当社は技術的な供給者評価と呼んでおりますが，この確認を実施するとと
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もに，既存サプライヤーについても同様の確認を定期的に実施し，サプライチ

ェーンが健全に機能する状態を保ってございます。 

また，発電所の安全性を確保するために必要となる物品や役務の調達につい

て著しい支障を生じることを要望するサプライチェーンの管理，いわゆる製造

中止品に対する管理を長期施設管理計画に定め，2024年11月29日に原子力規制

庁様より認可をいただいております。これも先ほど御説明があった内容のとこ

ろでございます。今後，引き続き，発電所の安全性を確保するために必要とな

る設備の維持管理を目的に，製造中止品や保守保全工事の請負先の撤退に関す

る情報をメーカーやＰＷＲ電力事業者などから入手し，製造中止品管理リスト

にて一元管理するなど，サプライチェーンの維持に継続的に取り組んでまいり

たいと考えてございます。なお，先ほども御説明がありましたが，サプライチ

ェーンの維持の観点から，タービン動補助給水ポンプを海外製から国内製に取

り替えるといったものもございます。 

24ページをお願いいたします。御要請の23になります。経年劣化の状況確認

のための体制整備と経年劣化の状況確認結果を公表していくよう御要請をいた

だいております。当社からは，経年劣化の状況確認のための体制整備として， 

今後新たな役職を設置することや経年劣化の確認結果を公表していくと回答

しておりました。対応状況については次のページになります。まず，経年劣化

の状況確認のための体制整備についてですが，より確実に発電所の経年劣化に

対応するため，設備を管理する発電所内の各グループが行う設備の状況確認を

踏まえた高経年化対応について，その対応状況を一元的に確認し，必要に応じ

て指示などを行う高経年化担当部長や，主に発電所の機械，電気計装類を管理

する補修部内の高経年化対応に関連する計画の取りまとめなどの保全業務統括

を行う経年対策保全グループを2025年７月付けで設置する予定でございます。

今申しましたその表の下の方に書いてあります，赤線で囲ったところの職員の

ところでございます。高経年化担当部長の設置により，これまで保全や設備管

理に関する次長や課長，各担当課員が分担して実施していた高経年化対応を一

元的に確認でき，今後の運転を見据えた高経年化化対応により万全に期すこと

ができるものと考えてございます。なお，2024年11月８日には，組織改正のた

めの原子炉施設保安規定変更認可申請を行い，現在，国の審査を受けていると

ころでございます。 

それでは，次のページをご覧ください。対応状況の続きでございます。引き

続き，経年劣化の状況確認結果についてですが，川内１，２号機とも，前回の

定期検査開始から今回の定期検査の開始までの期間において，保全内容を見直

すような経年劣化がないことを確認しており，経年劣化の状況確認結果を定期

事業者検査報告書にて原子力規制委員会へ報告してございます。報告書の提出



36 

 

実績は記載のとおりでございます。また，経年劣化の状況の確認結果について

も，記載のとおり都度公表してございます。公表実績を書いてございますが，

運転開始30年と運転開始40年，これは過去行ったものですけれど，これらを公

表してございます。最近申請して認可を受けました長期施設管理計画も公表を

してございます。  

続いて，30ページをお願いいたします。  

御要請27につきましては，計画外の運転停止などのデータを収集，トレンド

の把握や顕著な劣化の兆候がないかの分析をした上で県に御報告するよう御要

請いただき，当社からは当該データやその分析結果を県に報告させていただく

と回答してございました。  

対応状況については次のページになります。  

2023年度第３四半期から2024年度第２四半期において，計画外の運転停止な

どはなく，そこの記載のとおりの項目につきまして劣化兆候がないことを確認

してございます。これらの分析結果については，四半期ごとに鹿児島県様の方

に御報告をしてございます。これからも引き続き四半期ごとに報告をしてまい

ります。 

続きまして，32ページになります。御要請28，29につきましては，重大事故

等対処設備や特定重大事故等対処施設の訓練結果を報告するように御要請をい

ただいており，当社からは訓練の実績や結果などを鹿児島県様に御報告してい

くと回答してございました。対応状況については，次のページになります。

2023年度に実施した特定重大事故等対処施設の活用を含む重大事故等に関わる

訓練については，表に記載してるようなものがあり，いずれの訓練においても

必要な力量が確保できていることから，訓練は有効であったと評価してござい

ます。これらの訓練実績などについては，１年に１回，鹿児島県様の方に御報

告をさせていただいております。これらについても，引き続き鹿児島県様の方

に御報告してまいることにしてございます。  

続きまして，38ページをお願いいたします。最後になりますけれど，御要請

いただいた各項目については，引き続き真摯かつ丁寧に対応していくとともに，

本委員会において定期的に報告してまいります。川内原子力発電所１，２号機

の運転にあたっては，県民の皆様に安心し信頼していただけるように，今後と

も，安全，安定運転に万全を期すとともに，積極的な情報公開と丁寧な説明に

努めてまいります。私からの説明は以上でございます。 

 

（地頭薗座長）  

ありがとうございました。九州電力からは，最近の動きのあった項目を重点

に御説明していただきました。御質問等お願いいたします。佐藤委員，お願い
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します。 

 

（佐藤委員）  

佐藤でございます。資料の３ページですけれど，この表に，総合漏えい率の

実績の値が示されていますが，これは実際に，例えばハッチとかそういうとこ

ろからの漏えい，あるいは隔離弁からの漏えい，そういう実際の漏えいだと思

われているのか，あるいは，測定系の例えば圧力計の最小読取値とか，それか

ら格納容器の局所的な温度変化だとか，その辺を考慮した検出限界だと思われ

ているのか，あるいはそれの組み合わせの数字がここに出ているのか。その辺

を明確にしていただければと思います。それから，引き続いて４ページ目，こ

れは御説明いただいた範囲外ですけれども，これについては質問と言いますか，

コメントがございます。 

コンクリートの強度ということで，レポートされているのは2024年11月の測

定結果ということで，線量率と温度が示してあるわけですけれども，コンクリ

ートの強度に影響するのは線量率の方ではなくて，積算線量の方かなと思いま

す。  

線量率というのは，別にこれもう10倍，100倍高くても全然問題なくて，そ

の時間積分された値の方ではないかなと思います。それと，このガンマ線だけ

でなくて中性子照射の方も影響するはずなので，線量と言ってもガンマ線だけ

でなく中性子のフルエンス量も影響するのではないかと。ということで，この

対応状況ということで，お示ししてあるうちの線量に関しては適切な答えには

なっていないのではないかなと私は見るのですけれども，いかがでしょうか。

以上です。 

 

（地頭薗座長）  

はい。２点お願いいたします。 

 

（九州電力）  

九州電力の大久保でございます。原子炉格納容器の漏えい率検査の方の回答

ですが，先ほど申しましたように，24時間加圧した状態で圧力低下量から漏え

い率を計算するということで，温度等も急激な変化がないかとか，その辺を温

度も測っております。その辺のパラメーターを確認して，全体的に計器の実測

値として圧力が下がった分だけが漏えい量として換算して計算をしているとい

うところです。この全体を加圧してやる検査というのは３点検に１回やってお

りまして，それ以外は，先ほど先生言われました配管貫通部とかエアロットと

か，隔離面，その辺が個別にあるのですけれど，それらを個別に加圧して漏え
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い量を測っていって全体の漏えい量を算出するというような方法を取っており

ます。今回の１号も２号も全体漏えい率の検査をしたという結果でございます。

格納容器の方は以上でございます。コンクリートは本店の方からお願いします。 

九州電力の渡部と申します。御質問ありがとうございます。御指摘のとおり

でございまして，確かに内容の方は，制限値に対していくらかというところを，

毎月確認しておるところでございますが，放射線で確認しているのは，どちら

かというとコンクリートで遮蔽された先の方でどうかというところの確認にな

ります。ですので，どちらかというと，コンクリート等に異常があった場合は，

何かしら異常があった場合はそういった線量が，トレンドとしておかしなもの

が何かというのを掴むためというところでございまして，おっしゃるとおり，

少し毛色が違うような書き方になってございます。以上でございます。 

 

（地頭薗座長）  

はい，佐藤委員，よろしいでしょうか。 

 

（佐藤委員）  

結構です。 

 

（地頭薗座長）  

それでは，村上委員お願いします。 

 

（村上委員） 

村上です。実は私，これの専門ですので一言申し上げようと思ったのですが，

コンクリート，ガンマ線で強度が下がるところにつきましては，評価上は0.3

ギガグレーぐらいのところをリミットに取るということになっておりまして，

この線量ですと１桁以上低い，60年あれば80年の運転を想定しても１桁以上低

いようなところになるなという今手計算をしていましたので，別段大きな問題

はないのかなと思いました。というのは，コンクリート強度に関するコメント

です。で，中性子線の方が低くなるというのは佐藤委員のおっしゃるとおりに

はなるのですが，これも先ほど規制庁さんから御報告いただいた高経年化技術

評価の中で，60年相当の運転もきちんと中性子線の量，一番厳しいところは生

体遮蔽壁と呼ばれる部分になるのですけれど，ここで評価をされて，そこで強

度が下がらない，あるいは下がるとしても５cm以下であるということを確認を

するというのは基本的なプロセスになっていますので，この数字がそこに対し

て著しくどうというものではないかなと思います。以上です。 
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（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございました。それでは，山内委員，お願いします。 

 

（山之内委員） 

ありがとうございます。時間のないところ，コメントということでお聞きく

ださい。 

私のコメントは，８ページの川内原子力発電所に関する要請書の対応状況の

「要請７」に関する「公平中立な機関を交えて実施してその透明性を高める」，

というところです。規制庁さんの方からも御指摘がありましたように，今後，

これまでにない事象に対応する必要があることから，研究学術との交流が重要

になってくることと思います。その中で，透明性や公開性を高める方策を考え

ますと，電力さんの専門的な調査結果あるいは分析結果があったとして，それ

を九州電力の専門家が学術雑誌や専門誌のサーキュレーション，例えば日本原

子力学会の学術誌の論文として公表すれば，一般の理解に資するのではないか

と思います。今後はこのような形で，学術との交流，専門誌における論文の引

用などについても御検討ください。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございました。コメントとして受けたいと思います。  

それでは，だいぶ時間が押していますので，この件についてはここで終わり

にします。今日は，県要請への対応について，原子力規制委員会，それから九

州電力から御説明していただきました。取組の継続，将来の知見の拡充など多

くの事項がありますので，今後とも継続して取り組んでいただきたいと思いま

す。今日の説明をお聞きしまして，しっかり取り組んでいるということを，委

員会でも確認できたと思います。また，今後の取組状況については，本委員会

の中で継続的に御説明をお願いしたいと思いますので，どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

⑤ 令和５年度原子力規制検査結果の概要 

 

（地頭薗座長） 

それでは次の議題です。⑤の令和５年度原子力規制検査結果の概要につきま

して，原子力規制庁からお願いいたします。 

 

（原子力規制庁） 

川内原子力規制事務所の川越でございます。着座にて説明させていただきま
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す。資料５となります。令和５年度の原子力規制検査の概要でございます。最

初の矢羽根でございますけれども，全般のところに記載がございますように，

検査対象に対して適切な検査運用ガイド等を使用して実施した等の記載がござ

いまして，検査をどのように実施したかということを記載しております。この

文言自体は四半期ごとに報告書に記載している文言でございます。令和５年度

の原子力規制検査におきましては，検査指摘事項６件ございましたので，資料

といたしまして，御覧いただければ45ページほどございますので，適宜割愛し

た形での御説明となることは御了承いただきたいと思います。 

 次の矢羽根の検査結果の上半期，第１四半期と第２四半期でございますけれ

ども，四半期ごとの報告書につきましては原子力規制委員会のホームページに

掲載されておりますけれども，それらから個別に抜粋したものでございます。

基本検査でありますところの日常検査，チーム検査，こちらにつきまして，該

当する期間に実施した検査項目に対して適用した検査運用ガイドについて記載

しております。なお，日常検査につきましては，記載がございますように第１

四半期ですと19の検査運用ガイド，第２四半期は18の検査運用ガイドでござい

ますけれども，その中で特に検査指摘事項がございました件を始め，数例，参

考として記載しております。チーム検査につきましては，実施した内容を全て

記載しておりますけれども，昨年度の当委員会におきまして，実施期間につい

て御指摘ございましたので，各々，チーム検査を実施した期間を脚注として個

別に記載させていただいております。 

２ページを御覧ください。こちらの方は，１ページの表の下段になりますけれ

ども，各々の四半期の期間で検査指摘事項等ということで記載しております。

第１四半期におきましては，火災防護にかかる件が１件ございます。第２四半

期におきましては，これも火災防護（３年）でございますけれども，こちらの

方はチーム検査の方での指摘事項１件となっております。各々の概要につきま

しては，後ほど御説明させていただきます。２ページの次，検査結果，下半期

でございますけれども，第３四半期，第４四半期におきまして，こちらも上半

期と同様の記載となっております。 

第３四半期におきましては，次の３ページでございますけれども，検査指摘事

項といたしまして，緊急時対応の準備と保全ということで１件，あと，第４四

半期におきましては，作業管理に関係するものが１件と，火災防護（３年）の

先ほど申し上げましたチーム検査の１件と，重大事故等対応要因の訓練評価に

関わるもの１件が確認されております。四半期ごとの検査指摘事項等につきま

して概要を御説明させていただきます。  

４ページを御覧ください。これは令和５年度の第１四半期の原子力規制検査報

告書より抜粋したものでございます。検査指摘事項等につきまして，件名にご
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ざいますように，１，２号機の不適切な設計管理による火災防護対象ケーブル

の不備に関する検査指摘事項でございまして，事象の内容にございますように，

他の事業者さんの方で指摘されました検査指摘事項にかかる未然防止措置の対

応状況について，川内においても確認されたものでございます。 確認いたしま

したところ，系統分離対策が施工されていない箇所が確認されましたので，こ

れを検査指摘事項としております。 

５ページから詳細，６ページから事象の説明を記載しておりますけれども，６

ページを御覧いただきたいのですが，６ページは上段の欄のところになります

けれども，原子力安全に係る重要度評価に関するガイドでございまして，これ

の附属書が色々ございますけれども，火災防護に関連する附属書に基づき評価

を行った結果，重要度は緑，また，原子力規制検査における規制措置に関する

ガイドもございまして，こちらの評価を行った結果，深刻度はSLⅣ（通知なし）

と判定しております。この事案に対しまして，検査指摘事項の重要度評価等に

関しますパフォーマンス劣化やスクリーニングの重要度評価，今申し上げまし

た深刻度評価に関する詳細は７ページから８ページにございますけれども，こ

ちらの方は割愛させていただきます。  

参考といたしまして，42ページから43ページに，今お話ししました割愛させて

いただきましたスクリーニングの手順であるとか重要度の評価，深刻度の評価，

これらのいわゆるグレードについて添付いたしておりますので，適宜御参照の

ほどお願いいたします。  

続きまして，第２四半期の指摘事項でありますけれども，９ページを御覧いた

だきたいと思います。件名にございますように，１，２号機の系統分離対策を

行う火災防護対象機器等の選定時の誤った火災影響評価による火災防護対象機

器等の系統分離対策の不備に関する指摘事項でございます。これは先ほどの件

と類似しているものでございますけれども，これ自体は対象を選定するもの，

その考え方に不備があるという内容でございます。事象の概要にございますよ

うに，こちらも未然防止の対応状況を確認した内容で，川内においてもその一

連の確認の中で当該事案が確認されたこととなります。内容的には，誤った火

災影響評価によって火災防護対象機器等が適切に選定されなかったため，必要

な系統分離対策が施工されていないということが確認されたものでございまし

て，これを検査指摘事項としております。  

10ページから詳細を，11ページに当該議案に対する重要度評価を行った結果，

これも緑，深刻度はSLⅣ（通知なし）と判定しております。  

続きまして，15ページをご覧ください。第３四半期での指摘事項となっており

ます。件名にございますように，２号機の重大事故等対処に干渉する仮設足場

の設置に関する検査指摘事項でございます。事象の概要にございますように，
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重大事故等対処の資機材であります海水ストレーナの上蓋でございますけれど

も，重大事故時にこれを入れ替えなくてはならないのですけれども，これの直

上に仮設足場が設置されておりまして，仮に重大事故が発生したとき，当該作

業に対しまして干渉する状況となっていたことを検査官が確認したことから検

査指摘事項としたものでございます。 

こちらにつきましても，16ページから17ページにございますように，評価を行

いました結果，重要度は緑，深刻度はSLⅣ（通知なし）と判定しております。 

続きまして，21ページをご覧ください。第４四半期での指摘事項となります。

第４四半期自体は３件の検査指摘事項等がございます。１件目でございますけ

れども，これは２号機の非常用エアロック，先ほど漏えい率検査のお話が出ま

したけれども，それを部分的に個別に実施する検査の一つでございます。２号

機非常用エアロック，格納容器の二重扉のことでございますけれども，この漏

えい率試験後の復旧手順の誤りによって格納容器閉じ込め機能が一時的に喪失

する恐れがあったという事案でございます。事象の概要にございますように，

非常用エアロックの漏えい率試験検査，これは定期事業者検査等で実施してい

る検査で，運転中でございますけれども，復旧にあたりまして，協力会社の作

業員が，エアロック，先ほど申しました二重扉のうちの外扉，燃料取扱建屋側

でございますけれども，この開放中に，内扉，こちらの方は原子力格納容器側

の扉でございますけれども，これを開放しようとした，これは実際，両方同時

に開けてはいけないものでございまして，その際に，幸いにして復旧作業の体

制にない事業者さんの研修生の方が問題じゃないかと気付きまして，事業者の

作業立会者を通じて作業が中断されたという事案でございます。  

この検査には，検査官が立ち会っておりまして，それが結果的に検査指摘事項

となったものでございます。こちらの方も，24ページにございますように，重

要度は緑，深刻度はSLⅣ（通知なし）と判定しております。  

22ページを御覧ください。第４四半期の２点目でございます。件名にございま

すように，１号機の火災区画，これも火災防護の関連でございますけれども，

機器搬入口開放時における補償措置不履行による防火壁の一部喪失に関する検

査指摘事項でございます。事象の概要にございますように，原子炉補機冷却水

ポンプの原子炉補機冷却水冷却器室，この床面に機器搬入口がございまして，

これを開放していたと，開放するのはおかしくないのですけれども，その開放

部蓋が取り外されていたので，階下の方の補助給水ポンプ電動弁盤室と，いわ

ゆる火災区画として区画すべきところが分離ができていなかった，こういう場

合には，開口部のところに常時監視する監視員を設けるというのが事業者さん

の要領に決められているのですけれども，これが複数日にわたって守られず，

監視員がいなかったということを確認したものでございます。  
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28ページから29ページに，当該事案に対しまして，同様に評価を行いました結

果，重要度は緑，また深刻度はSLⅣ（通知なし）と判定しております。22ペー

ジの３件目でございますけれども，件名にございますように，１，２号機，重

大事故等対処設備の走行用燃料等の不十分な検討による事故収束対応を７日間

維持するために必要な資機材の未整備ということでございまして，これも検査

継続案件でございまして，並行して川内の状況について確認したものでござい

ます。要は燃料が保守的に評価して十分な量ではなかったということで，なお，

これは走行用の燃料でございまして，実際の設備，機器を動かす燃料のことで

はございません。  

34ページにございますように，当該事案に対しまして，同様に評価を行いまし

た結果，重要度は緑，深刻度SLⅣ（通知なし）と判定しております。 

まとめと致しまして，39ページでございますけれども，令和５年度の規制検査

の結果に基づいた総合的な評定を実施しております。これも原子力規制委員会

のホームページに掲載されておりますけれども，いわゆる原子力規制検査，令

和５年度のチーム検査，日常検査を含めました結果と合わせまして，安全実績

指標を踏まえた形で総合的な評定を実施するというものでございます。これら

を踏まえました総合的な評定を実施したということでございますけれども，冒

頭より御説明しておりますように，６件の検査指摘事項はいずれも重要度評価

は緑，深刻度はSLⅣ（通知なし）ということで，40ページから41ページに記載

がございますけれども，この場合ですと，安全実績指標は年間通じて緑という

ことで，総合的な評定といたしましては，第１区分，すなわち追加検査等はな

く，日常の検査，基本検査を従前のとおり実施するということが令和６年度の

検査計画の方に反映されて，現在実施しているところでございます。参考まで

に，末尾の45ページの方に今申し上げました区分の条件等ございますので，適

宜御参照ください。  

41ページにございますように，令和５年度は火災防護に関係する指摘事項３件

ございまして，是正措置の対応状況等含めまして，状況をどのように是正して

対応されているかという事業者さんの活動に留意しつつ，規制庁としまして今

年度の検査対応を実施しているところでございます。以上をもちまして，令和

５年度の原子力規制検査の概要に関わる説明を終わらせていただきます。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございました。それでは，御質問ございましたらお願いい

たします。佐藤委員，お願いします。 

 

（佐藤委員）  
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はい，佐藤でございます。どうも御説明ありがとうございました。私の質問

は個別の質問ではなくて，この検査の考え方とかコンセプトのことをお伺いし

たいのですが，頂いた資料の一番最初の全般というところにもう既に全般のこ

とが書いてありまして，この３行目に，リスク情報等を踏まえて選定したとい

う文言があります。少しそれが明確化なのですけれども，よくこの検査の手法

で，例えばアメリカのＮＲＣの場合ですと，このＲＯＰという制度があって，

まさにリスクインフォームドの考え方を取り入れて，検査の対象物を選んだり

場所を選んだりということをしていると言ってるわけですけれども，ここの文

言は同じような趣旨かなと。つまり，ランダムに検査をしているのではない，

こう機器系統，場所，こういったものの選定がランダムではなくて，こういう

場所で発生したらより危険が高い事象に発展するとか，この系統，この機器が

故障した場合にはよりインパクトが大きい，そういうものにフォーカスして限

られたリソースをこの検査に費やしてると，そういう風に解釈したわけなので

すけれども，そういうことでよろしいのかということ。 

それから，この検査を行った後のフォローアップとしてどういう，追加の検

査だとか，あるいは水平展開，ある機器で問題が発見されたけれども，これと

同じような構造の機器はどうなんだとか，そういう展開，そこの辺についても

お伺いしたいなと。 

それから最後に，今回はこの令和５年度の結果をまとめて御報告いただいた

ということですが，こういった情報はＮＵＣＩＡのようなものには出てこなく

て，原子力規制委員会さんのホームページにアクセスして見るのが唯一の方法

ということになるのだと思うのですけれども，これはどのくらいの速さで情報

がアップデートされるのかなと。こういうまとめの報告だけでなくて，例えば

１個１個の検査が終わって，それごとに個別に情報をオープンにされて，言わ

ばタイムリーに見る機会があるものなのか，それとも６か月，12か月くらいの

タイムディレイがあるものなのか。以上，お伺いしたいと思います。 

 

（地頭薗座長）  

はい，御回答お願いいたします。 

 

（原子規制庁）  

川内原子力規制事務所の川越でございます。御質問どうもありがとうござい

ます。３点ほどございましたので，順次御回答させていただきます。  

リスク情報に関わるところというのは，委員のお話にもございましたように，

いわゆるリスクインフォームドという形で対象を選定しておりまして，具体的

な事例を申しますと，特に原子炉の起動，停止，これに関わるところというの
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がいわゆるリスク，ＰＲＡに基づくＣＤＦというのを算定し，要はどのタイミ

ングでどの程度リスクが増すかというのを事業者さんの方が算定されておりま

す。  

それに基づきまして，我々規制側といたしましても，現場での立会い等含め

まして，特に通常の平穏な場合を確認するというより，限られたリソースでご

ざいますので，そういうものを選定して検査にあたっているという状況でござ

います。また，特に選定するに際しましては，一般的ないわゆる一般産業機器，

それも当然なくてはならないものだとは思うのですけれども，基本的には機器

の安全機能の重要度分類（ＭＳ，ＰＳの1，2，3）とかいうのがございますけ

れども，機器のグレードに応じた形で，それに対する何かしらかの作業があれ

ば，それに作業，要領が適切に実施，策定されているか，もしくは作業管理が

適切に実施されているか，それを現場で確認するというような形で検査の対象

等を選定しております。 

２番目でございますけれども，こちらの方，実際こういう検査，指摘事項等

があったときにどうしているかという御質問だったと思いますけれども，これ

は事業者さんの方で，当該の事案等が発生いたしました場合には，発電所内で

の，当然，本店さんも交えての場合もあると思うのですけれども，ＣＡＰ会議，

いわゆるコレクティブアクションプログラム，こちらの会議が実施されており

まして，それは規制側としても欠かさず傍聴させていただいております。内容

的には，その不適合の除去，合わせて是正処置，未然防止処置等の審議でござ

いますけれども，当該の事案がその会議でどのように審議されて，事業者さん

の考え方もしくは規制側の考え方，それを逐次確認しながら，発電所の安全，

安心運転につながるよう我々としても努力させていただいてるところでござい

ます。  

三つ目でございますけれども，資料は令和５年度という形でまとめさせてい

ただいておりますけれども，四半期ごとに報告書を提示しております。令和５

年度ですと４回，各第１四半期から第４四半期ございまして，それらから抜粋

したという形でございます。実際，報告書を作成しましてから委員会で審議さ

れまして，掲載されるのに１，２か月程度のタイミングですので，半年も経っ

てから出てくるというものでもございません。また，併せまして，指摘事項に

なりました場合には，ＮＵＣＩＡの方に登録されておりますので，そのＮＵＣ

ＩＡの中で，当然，他事業者さんも水平展開が必要か否かということが個別に

判断されますので，そういう意味からいきますと，タイミング的には相応のタ

イミングで公開されているものと認識しております。回答は以上になります。 

 

（佐藤委員）  
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はい，ありがとうございました。ついでにもう一つだけお伺いしたいのです

けれども，検査を実施される検査官の方なのですけれども，この方は発電所の

駐在の検査官が実施しているものも当然あるでしょうけれども，非常にこの専

門性が多岐にわたっていますので，本部の方から各専門家の方もいらっしゃっ

た検査のチームとして実施されているのかなと思われるのですけれど，その辺

はいかがでしょうか。少し立ち入ったことで恐縮ですが。 

 

（原子規制庁）  

川内原子力規制事務所の川越でございます。御質問ありがとうございます。 

基本検査の他に追加検査とか特別検査とかございますけれども，色々な状況が

確認された場合にやるのが追加検査，特別検査でございます。また，基本検査

の中に日常検査，チーム検査がございまして，この日常検査といいますのが，

事務所の検査官が対応いたします。この検査官は発電所常駐となっております

けれども，川内で言いますと，私含めまして３名の検査官がおります。  

こちらの検査は年間で実施するサンプル数というのが決められておりまして，

川内ですと年間146サンプル，これは原則必須ではないのですけれども，プラ

ントの状況に応じて対応するというものでございます。  

チーム検査につきましては，委員の方から御指摘ございましたように，非常

にやはり専門性が高い分野がございまして，それらにつきましては，規制庁の，

本庁でございますけれども，ここに専門検査部門という部署がございまして，

各々の検査，例えば使用前事業者検査であるとか供用期間中検査，設計管理，

火災防護，その他色々ございまして，品質管理（ＱＭＳ）等含めまして各専門

チームがありまして，そちらが事業者さんは全国にありますけれども，全体の

日程等を調整しつつ，各検査を各発電所等において実施しているという状況で

ございます。 

 

（佐藤委員）  

ありがとうございました。 

 

(2) 原子力防災対策について 

① 令和６年度原子力総合防災訓練の概要（案） 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございました。もう終わりの時間になってしまいました。

もう一項目，原子力防災対策のところがありますので，こちらの方を開始させ

ていただきます。「① 令和６年度原子力総合防災訓練の概要（案）」につき
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まして，鹿児島県から御説明をお願いします。 

 

（鹿児島県）  

はい，鹿児島県原子力安全対策課の岩元です。資料６の令和６年度原子力総

合防災訓練の概要案についてでございます。今年度の訓練は，国の原子力総合

防災訓練と合同で実施する予定にしておりまして，現在，内閣府や関係市町な

どと調整を進めているところでございます。本日は，現時点の概要案を御説明

いたします。 

まず，１の訓練日程についてですが，訓練は来月を予定しており，具体的な

実施日については，国において関係省庁や関係機関等と調整を行っているとこ

ろでございます。３番目の訓練のポイントにつきましては，県，関係市町，関

係機関が協働，連携し訓練を実施するほか，今年度は能登半島地震等を踏まえ

まして，火災，断水，通信障害，孤立地区の発生等を想定した訓練を拡充して

実施することとしております。 

それでは，主な訓練概要につきまして，順に御説明申し上げます。なお，今

年度，新規や拡充を検討している訓練につきましては，項目の横にその旨を記

載してございます。 

⑴のシナリオ訓練ということで，第１段階は，ＰＡＺの要配慮者避難，第２

段階は，ＰＡＺの住民避難及びＵＰＺの屋内退避，第３段階は，ＵＰＺの空間

放射線量率に基づく住民避難を予定しております。なお，第１段階のＰＡＺ要

配慮者避難では，避難により健康リスクが高まる方について，放射線防護対策

施設に屋内退避する訓練を予定しております。 

⑵，⑶，⑷につきましては，例年と同様に実施することとしております。 

２ページの⑸の避難，避難誘導，屋内退避訓練につきまして，④広域避難訓

練等において，新たに，地震被害により，避難計画上の避難先へ避難できない

事態を想定した代替の避難先への避難の実施を予定しております。 

⑺の避難退域時検査，原子力災害医療措置訓練につきましては，①避難退域

時検査について，前回の専門委員会での御指摘を踏まえ，今回は訓練用線源を

用いて実践的な検査訓練を予定しているほか，オにありますように，これまで

未実施場所での検査も調整を進めているところでございます。また，②安定ヨ

ウ素剤配布に関して，ウにありますように，国家備蓄安定ヨウ素剤の輸送の実

施について，調整を進めております。 

鹿児島県保健医療福祉課の坂野でございます。私の方からは，③被ばく傷病

者対応訓練につきまして，御説明申し上げます。これにつきましては，例年と

同じく発電所構内での汚染傷病者の発生と，今年度新たに避難退域時検査場所

で除染しきれなかった方の発生も想定し，医療機関への搬送，医療措置の実施
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を検討しております。なお，前回，相良委員の方から，甲状腺被ばく線量測定

訓練の実施について御意見を頂いていたところでございます。これにつきまし

ては，一昨年度及び昨年度末に国が策定いたしました甲状腺被ばく線量モニタ

リング実施マニュアル及び簡易測定につきまして，運用の手引きを参考に，本

県では今年度，本県の原子力災害医療を担っていただいています，医療機関の

皆様や消防，保健所等の専門家で構成します，原子力災害医療ネットワーク検

討会におきまして，本県における甲状腺被ばく線量モニタリング実施マニュア

ルの検討を行っているところでございます。本県で実施するとした場合にどの

ような留意点が必要かなどにつきまして，ネットワーク検討会の専門家の皆様

から御意見をいただき，本県での実施マニュアルとしてオーソライズする必要

があると考えているところでございます。このようなことから，今年度の訓練

における実施というのは難しいものと考えております。以上でございます。 

続きまして，３ページの⑻でございます。原子力災害時住民避難支援・円滑

化システム活用訓練につきましては，例年同様の訓練を予定しているところで

ございます。⑼の自衛隊など実動機関との連携につきましては，今年度は新た

に孤立地区発生を想定した応急架橋訓練を予定しております。⑽の能登半島地

震等を踏まえた対応につきましては，再掲を含めて関連する内容を記載してお

ります。新たな内容としましては，③の道路損壊のため消防車が進入できない

地域での火災発生を想定したヘリによる火災消火訓練，④の断水地域での屋内

退避を想定した給水車による応急給水訓練，⑤の通信障害時における電気通信

事業者による移動基地局車等の設置訓練，⑦の孤立地区での屋内退避を想定し

たヘリによる物資供給訓練，それから，⑧のモニタリングポストの欠測を想定

しました，無人航空機モニタリングの実施を予定しております。 

県としては，今後，内閣府や関係市町との調整を更に進め，実効性の高い訓

練となるよう努めてまいります。なお，４ページ以降は，昨年12月に内閣府が

原子力規制委員会に説明しました国の原子力総合防災訓練の訓練計画ですので，

後ほどお目通しいただければと思います。説明は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございました。それでは，御質問等お願いいたします。 

 

（塚田委員） 

塚田です。よろしくお願いします。１ページ目のＰＡＺ要配慮者避難とある

のですが，避難しないことも含めて検討することが必要ではないでしょうかと

いうことです。それからもう１点ですが，３ページ目の８のところのモニタリ
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ングポストの欠測を想定したとありますが，原則，モデルで予測するのではな

くて測定が原則ということになっていますので，少し文言を変えていただいた

方がよろしいのではないかと思います。以上です。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございます。県の方から，よろしいですか。 

 

（鹿児島県） 

はい。鹿児島県原子力安全対策課の岩元でございます。ＰＡＺの要配慮者避

難について，健康リスクの高い方々の避難をどうするか，その判断を訓練に取

り入れる必要があるかということについて，そういったところを検討する必要

があるという認識でおります。今回の訓練では，その判断をどうするかという

取組までは入っておらず，避難ができると判断された場合を想定して，代役を

使いまして放射線防護施設に避難すると，そのような訓練を行うこととしてお

ります。  

それから，モニタリングのところでございますが，今回，その訓練の事故の

中でモニタリングポスト等で測定できなくなってしまったというところを想定

いたしまして，今回航空機でモニタリングをするというところでございます。 

 

（地頭薗座長）  

 塚田委員，よろしいでしょうか。 

 

（塚田委員） 

はい。後の方なのですが，モニタリングポストを欠測しなくても，原則とに

かく測って，今まではシミュレーションしてたのですけれども，シミュレーシ

ョンではなくて原則，即測定するということになってきていると思いますので，

そこのところを重点的にやるという書き方に変えた方がいいのではないかなと

少し思った次第です。 

 

（鹿児島県）  

はい。鹿児島県原子力安全対策課の岩元です。委員の御指摘等も踏まえまし

て，ここの書きぶりについては修正等を検討させていただきたいと思います。 

 

（地頭薗座長）  

はい，よろしくお願いします。相良委員，お願いします。 
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（相良委員） 

はい。量研機構の相良です。御説明どうもありがとうございました。塚田先

生もおっしゃったところでちょうど被るところがあるのですが，やはり避難で

きない人については防護施設というのは正しいことだと思うのですが，能登半

島の地震のときもあったと思うのですけれど，その施設が壊れていることもあ

るので，そこも考慮していただきたいというのが一つ，それから，⑺のところ

で，私が前回指摘させていただいたところを対応していただいて，どうもあり

がとうございます。今後，マニュアルをしっかり作っていただいて，それをや

っていただければと思います。どうもありがとうございました。  

それから⑺の③が被ばく傷病者の対応訓練，例年，プラントで傷病者が発生

して，移動するというのはもうずっとやられているので，これはしっかりでき

ていると思うのですが，新たに避難退域時検査場所で汚染が取り切れない方へ

の処置というのは，これはすごい取組だと思うので，ぜひともやっていただき

たいと思います。さらに⑽の⑧モニタリングポストの欠測，これは無人航空機

というのですけれど，福島とかで使われてる少し大きいものでやるのか，それ

とももっと小さいドローンみたいなものに測定器を乗せて運ぶのかとか，その

辺とか，あと他は，実際にモニタリングポストを運んで調べてというのもある

と思うのですけれど，どのような方法を考えられているのでしょうか。 

 

（鹿児島県）  

はい。鹿児島県原子力安全対策課の岩元です。⑧の無人航空機のモニタリン

グの実施ですけれども，いわゆるマルチコプターなどの機器でのモニタリング

を想定しているところでございます。 

 

（相良委員） 

 ありがとうございます。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございます。守田委員，お願いします。 

 

（守田委員）   

はい，ありがとうございます。御説明いただきましてありがとうございまし

た。訓練の計画の中に，能登半島地震等のことを踏まえた内容がたくさん盛り

込まれているということがよく分かりました。１点，その点に関してお伺いし

たいのですけれども，能登半島地震のときに，対応にあたる自治体職員の多く

が被災をして登庁できなかったというような，そういったことで，対応が非常
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に機能不全に陥っていたというようなことも報道されておりましたが，訓練を

する上で，こういった対応する自治体職員の方々の数が十分に確保できないよ

うな，そういったような事態というのも訓練上考慮されているのかどうかとい

うことを教えていただきたいです。 

 

（鹿児島県）  

鹿児島県原子力安全対策課の岩元です。守田委員御指摘のように，訓練自体

に実際の職員が対応できない場合とか，そういったところまでの訓練は，個別

の訓練では特にそこまで至ってはいないところでございます。市町の訓練にお

いては，例えば本部会議等の中で，実際に集まれなかったとか，そういうとこ

ろを想定した会議の開催等は検討しているように承知しておりますけれども，

住民避難訓練等々の対応については，そのような状況を想定していないところ

でございます。以上です。 

 

（守田委員）  

ありがとうございます。これは，将来の県の原子力防災の計画の中でも，お

そらく何かそういったような事態に対するような対応というものを今後考えて

いく必要があるのかなと個人的には思ってございますので，今後，何卒御検討

をしていただければと思っております。以上でございます。ありがとうござい

ました。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございました。他，よろしいでしょうか。 

 

（村上委員）  

村上です。⑻の⑥，⑦についてお聞きしたいと思いました。３ページ目にな

ります。鹿児島県の原子力防災アプリは，非常に原子力の研究をしている人の

間では評判が良くて，普通に放射線の情報を見られるということに加えて，投

稿して，この場所でこういうふうになっているよということを入れることがで

きるみたいな機能がついてるというのがその双方向型の防災ということで，す

ごく良いものを作られたという印象を持っているわけなのですけれど，ここで，

まずお聞きしたかったのは，どれくらい皆さんダウンロードしておられるので

すかということが一つ目と，二つ目は，⑦の住民からの情報投稿への対応とい

うのは，どれくらいのものを県として期待を，実際にもし使うことになった場

合にしておられて，どういうふうに対応しようと思っていらっしゃるのかみた

いなことを少しだけお伺いできると，みんなが使うものですのでいいなと思い
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ました。よろしくお願いいたします。 

 

（地頭薗座長）  

はい，お願いします。 

 

（鹿児島県）  

はい，鹿児島県原子力安全対策課の岩元です。原子力防災アプリのダウンロ

ード数については，１月10日現在で12,070件となっております。それから，住

民からの情報投稿訓練は，昨年度から実施しておりますが，具体的にどの程度

の件数の投稿を期待してるかという具体的な数字は持ってないところです。情

報投稿機能については，色々な道路情報や地域の被災情報などを把握してそれ

に対応する際の一つのツールと考えておりますので，住民の方々にご活用いた

だきたいと考えております。以上です。 

 

（村上委員）  

ありがとうございます。私もダウンロードしているのですが，何かあまり入

力をして欲しくないということではなくて，むしろ積極的に投稿してもらって

も大丈夫だと思っていらっしゃるということでよろしいでしょうか。たくさん

来ると困るみたいなこともあるので，どうなのかなと少し気になってたのです

けれど。 

 

（鹿児島県）  

はい，鹿児島県原子力安全対策課の岩元です。投稿については色々な情報が

あるかと思うのですけれども，災害や避難等に関する必要な情報，必要な投稿

はしていただきたいと思っているところでございます。 

 

（村上委員）  

ありがとうございました。 

 

（地頭薗座長）  

はい，佐藤委員お願いします。 

 

（佐藤委員）  

佐藤でございます。先ほど，甲状腺被ばくの評価についてのお話があったわ

けなのですけれども，これについて，もし特化されたマニュアルのようなもの

があれば，是非とも共有していただいて拝見したいと感じました。と言います



53 

 

のも，これは福島の事故のときにも非常に甲状腺被ばくに関しては 混乱のあっ

た領域です。直後に甲状腺に対する測定を行っておらず，ホールボディがよう

やく巡回して測定ができるようになったのがもう数か月後でした。  

当然，その甲状線の放射線ヨウ素は半減期がもう８日くらいで，もう全然測

定する術がないと。なので，ほとんどがこの推定で評価をしたと。で，今度健

康診断をやりますと，続々とと言うのは少し大袈裟かもしれないですけれども，

思ったよりも異常者が出てくるわけなのですね。一方その因果関係もよく分か

らないということがあって，非常に混乱させられて，健康の異常が発見された

方は非常に悩まれたということがあった事象ですので，この甲状腺は非常にタ

イムリーに評価される必要があると思います。そういうこともあって，何年か

前の委員会で，直接その甲状腺を測定する測定器も今はあるわけですので，そ

ういうものの導入も考えられてはどうかというような提案もさせていただいた

わけなのですけれども，まずは，マニュアルの用意があるのであれば，一度こ

れは拝見させていただいて，福島のトラブルの繰り返しにならないというよう

なことを確認する必要があるのではないかと思います。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございます。県からお願いします。 

 

（鹿児島県）  

はい，鹿児島県保健医療部福祉課の坂野でございます。今委員からございま

したように，国もこの甲状腺被ばくモニタリングについては着目しているよう

でございまして，先ほど少し説明の中で触れさせていただきましたけれども，

国における実施マニュアル，これが令和５年５月に出ておりまして，それから

その後，簡易測定の方につきまして，手引きというのが令和６年３月に国の方

から出ているところでございます。これを踏まえまして，鹿児島県としての当

てはめと言いますか， 鹿児島県版を今進めているところでございまして，それ

につきましては，また共有を検討させていただきたいと思います。  

この国のマニュアルにおきますと，その簡易測定，これが，３週間を目処に，

詳細なものが，４週間というようなものも出ているようでございます。その辺

りの知見も入れながらのマニュアルになるかと思いますので，またその共有に

ついては検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

（佐藤委員）  

はい，ありがとうございました。関連して，この放射性ヨウ素は，九州電力

さんのフィルターベントで除去するように設計されていましたでしょうか。少
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し記憶が定かでなくなっているので，教えていただきたいのですけれど。 

 

（九州電力）  

はい，九州電力林田です。そのように設計しております。 

 

（佐藤委員） 

ありがとうございます。 

 

  ② 県避難退域時検査等訓練の結果 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございます。他，よろしいでしょうか。だいぶ時間を押し

て申し訳ありません。② 県避難退域時検査等訓練の結果につきまして，鹿児島

県から御説明お願いします。 

 

（鹿児島県）  

はい，鹿児島県原子力安全対策課の岩元です。資料７につきまして御説明い

たします。県におきましては，昨年10月に，昨年度策定した県避難退域時検査

等実施計画に基づきまして，県及び九州電力の要員等が参加しまして，県が整

備した資機材の運搬・設置から，避難車両の検査や簡易除染までを連続して行

う訓練を新たに実施しました。訓練の場所，参加数，日程は記載のとおりでご

ざいます。なお，※にありますとおり，今回の訓練につきましては記録動画を

作成し，今後の訓練などに活用することとしております。 

２ページを御覧ください。今回の訓練の成果といたしましては，資機材の保

管庫の管理者やトラック事業者との連絡体制や，検査要員を確保する九電との

連携体制が確認できたことや，検査手順を確認し要員の習熟を図ることができ

たことがございました。一方で，課題といたしましては，①にありますとおり，

資機材を円滑かつ確実に運搬するための資機材のチェックリストの整備，②に

ありますとおり，検査手順を分かりやすくするための，検査動線の明示化が挙

げられるところでございます。 

 今回の訓練の結果を踏まえまして，県の実施計画の見直しを行うとともに，

今後の訓練の改善を図りたいと考えております。以上で説明を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございました。今の御説明に御質問等ございますか，お願
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いします。  

 

（相良委員）  

量研機構の相良です。御説明ありがとうございました。一つ，一度聞いたこ

とがあるのですけれど，もう１点確認で，この検査用の機器が何セットあるの

か，それから検査要員は，九州電力ということなのですけれど，他の皆さんと

かは用意されているのか，確か検査は一つの場所に対して50人弱くらい必要だ

ったと思うのですが，その辺はどのくらい手配されているのかなというのがあ

りまして，一応確認させてください。 

 

（鹿児島県）  

はい，鹿児島県原子力安全対策課の岩元です。資機材につきましては，４会

場分の資機材を用意しているところでございます。 

 

（相良委員）  

４セットというのは，全部このトランクルーム１号館に置いてあるのですか，

それとも分散して置いてあるのでしょうか。 

 

（鹿児島県）  

トランクルームだけでなくて，県有施設にも別途資機材を管理してございま

す。 

 

（地頭薗座長）  

ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい。 

 

（鹿児島県）  

要員の関係でございますけれども，県と九州電力の方で対応するということ

としております。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございます。それでは，その他，資料８と資料９を鹿児島

県から御説明お願いします。 

 

（鹿児島県）  

はい，鹿児島県原子力安全対策課の岩元です。資料８，９について御説明い

たします。資料８は，前回の専門委員会で御質問いただきました避難退域時検
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査等の要員にかかる被ばく線量限度についてでございます。まず，国の関連規

定についてでございますが，原子力災害対策指針等におきましては，避難退域

時検査等の要員にかかる被ばく線量限度については特別な規定はないところで

す。その指針等におきましては，法令の適用を受けず，かつ被ばくの可能性が

ある環境下での緊急事態応急対策に従事する者については，その活動内容に応

じて，当該者が属する組織が放射線防護にかかる指標を定めるものとされてお

りまして，その指標は，平時の放射線業務従事者の線量限度を，例としまして

実効線量50mSvを参考とすることとされております。次に，県の計画におきま

しては，その緊急事態応急対策に従事する防災業務関係者の放射線防護にかか

る指標は，国の指針に基づき，放射線業務従事者に対する線量限度を参考とす

るということとされておりまして，県におきましては，避難退域時検査等の要

員にかかる被ばく線量限度は，国の指針を参考に，実効線量50mSvを基本とし

ておりますが，防災活動にかかる被ばく線量をできるだけ少なくするよう努め

ていることとしているところでございます。  

続きまして，資料９でございますけれども，こちらにつきましては，県の原

子力防災アプリの不具合に関する調査結果等についてでございます。不具合に

つきましては，12月６日に調査結果を公表いたしました。内容について，資料

に記載のとおりでございます。このような不具合が発生したことにつきまして，

県民の皆様に多大なる不安と御迷惑をおかけしたこと，改めて深くお詫びし，

再発防止に努めてまいります。以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

 

（地頭薗座長）  

はい，ありがとうございました。それでは，資料８，９に関して御質問等お

願いいたします。よろしいですか。はい，ありがとうございます。だいぶ時間

を超過して申し訳ありません。その他で議事以外の御質問等もお受けしようと

思っていたのですが，もう時間切れでそれができなくなりましたので，委員の

皆様から，議事以外の項目あるいは今後の検討事項ございましたら，事務局の

方にメール等でいただければと思います。よろしくお願いいたします。それで

は，事務局の方から何かございますでしょうか。 

 

（事務局） 

事務局より連絡いたします。本日の議事録は，事務局で作成し，委員の皆様

に御確認いただいた上で，県のホームページに公表したいと考えておりますの

で，よろしくお願いいたします。事務局からは以上です。 
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（地頭薗座長）  

はい，それではこれで今日の会議を終わりたいと思います。どうもありがと

うございました。 


